
 - 1 - 

決 算 審 査 特 別 委 員 会 

平成３０年９月１３日 

午 前 ９ 時  開 議 

於  斑鳩町第一会議室 

議   長 

伴   吉 晴 

委 員 長 

小 村 尚 己 

副 委 員 長 

奥 村 容 子 

出 席 委 員 

小 林   誠      平 川 理 恵      井 上 卓 也 

坂 口   徹      濱 眞 理 子       

理 事 者 出 席    

町    長  中 西 和 夫    副 町 長  乾   善 亮 

教 育 長  藤 原 伸 宏    総 務 部 長  加 藤 惠 三 

  総 務 課 長  仲 村 佳 真    まちづくり政策課長  安 藤 容 子        

財 政 課 長  福 居 哲 也    税 務 課 長  本 庄 德 光     

住民生活部長   植 村 俊 彦    同 次 長  黒 﨑 益 範    

福祉子ども課長  浦 野 歩 美    長寿福祉課長  中 原   潤     

健康対策課長   北   典 子    国保医療課長  猪 川 恭 弘     

環境対策課長   東 浦 寿 也    住 民 課 長  関 口   修        

都市建設部長   藤 川 岳 志    同 次 長  谷 口 裕 司 

建設農林課長   上 田 俊 雄    同 課 長 補 佐  手 塚   仁   

同 課 長 補 佐  井戸西   豊    都市整備課長  松 岡 洋 右 

  同 課 長 補 佐  上 田 和 弘    上下水道課長補佐  上 埜 幸 弘 

同 課 長 補 佐  田 口 三十士    会 計 管 理 者   巻 昭 男   

教委総務課長   安 藤 晴 康    同 課 長 補 佐  岡  村  知  生 

同 課 長 補 佐  田 中 弘 二    生涯学習課長  栗 本 公 生    

同 参 事  平 田 政 彦    同 課 長 補 佐  大 塚 美 季     

議会事務局職員  

議会事務局長   真 弓   啓    同  係  長  岡 田 光 代 



 - 2 - 

（午前９時００分 開議） 

○小村委員長  おはようございます。ただ今から再開し、ただちに本日の会議を開きます。

１１日に引き続き審査を行ってまいりたいと思います。  

それでは、都市建設部所管に係る決算審査を行います。  

初めに、第２款 総務費について、説明を求めます。  

藤川都市建設部長。  

○藤川都市建設部長 それでは、第２款  総務費のうち、都市建設部が所管いたします事

業につきまして説明をさせていただきます。  

  施策の成果報告書７３ページをお開きいただきたいと思います。 

７３ページでございますが、第８目  交通安全対策費でございます。交通安全週間や

各種イベントにおける啓発・普及活動をはじめ、幼児・児童に対して交通安全教室を開

催いたしました。また、交通安全協会西和支部協会斑鳩町分会に対し支援を行いました。  

  また、道路反射鏡及び路面表示や標識、防護柵などの交通安全施設の整備及び補修を

行い、交通事故の未然防止に努めるとともに、高齢者運転免許自主返納の支援を行い、

高齢者に起因する交通事故の抑制にも努めてきたところでございます。  

  以上が、第２款 総務費のうち都市建設部が所管いたします事業の決算概要でござい

ます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。  

○小村委員長  説明が終わりましたので、第２款  総務費について、質疑をお受けいたし

ます。 

坂口委員。  

○坂口委員 今の７３ページですね。高齢者の運転免許自主返納の支援ということでＩＣ

ＯＣＡカードを交付していただいてるんですけど、これの金額はいくらになってます。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 ５５人の申請をいただきまして５，０００円の２７５，０００円で

ございます。  

○小村委員長  坂口委員。  

○坂口委員 今のところ支援というのはこのＩＣＯＣＡカードだけですかね、ほか何か他

の支援策というのはあるんですかね。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 ＩＣＯＣＡカードの配布につきましては、高齢者が高齢で運転の技

術等の問題から事故を起こすといったことから返納の支援を行っているところでござい
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まして、現在このＩＣＯＣＡカードの支援を利用していただいて支援していきたいと考

えているところでございます。  

○小村委員長  坂口委員。  

○坂口委員 これは一回だけですよね。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 はい、一回のみでございます。  

○小村委員長  坂口委員。  

○坂口委員 一回返納したらあとはもう免許証をとることできないので、何らかのあれは、

ずっと続きますわね、支援が必要なっていうのは。だから、その辺の一回だけやなしに、

何年かしたらまたできるとか、それ以外に通年通じて他の自治体では何かを割引すると

か何かいろんな支援策が出てるとは思うんですけど、一回こっきりやなしに、何回か使

えるような支援というのは考えられないですかね。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 先ほども申しましたように、返納していただく、早く返納していた

だくということを目的としております制度でございますので、生活支援といったことは

切り離していただきまして、早く返納していただくために５，０００円の配布をさせて

いただくということでございます。また割引につきましては警察の方でそういう制度を

持っておられて、協力する支援団体、店舗の方がそういった割引で早く交通事故をなく

そうという努力をされている制度でございます。  

○小村委員長  他にございませんか。  

  濱委員。  

○濱委員 同じ、高齢者の自主返納の件ですけれども、今、高齢者の方が認知症等の検査

というか、があって、自分の意思とは関係なく返納しなければならないというか、停止

になるんですけども、そういった方についても申請が可能なのかまたその辺を教えてい

ただきたいです。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 認知症とかいろんな病気等には関係なく、運転免許証を持っておら

れる方が、警察へ行かれて運転履歴証明書を交付していただいた状況を持ってきていた

だければ、このＩＣＯＣＡカードの配布を行うということでございます。  

○小村委員長  他にございませんか。  

(「なし」と呼ぶ者あり) 
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○小村委員長 ないようですのでこれをもって、第２款  総務費に対する質疑を終結いた

します。  

次に、第５款  農林水産業費について、説明を求めます。  

藤川都市建設部長。  

○藤川都市建設部長 それでは、第５款  農林水産業費について、説明をさせていただき

ます。主要な施策の成果報告書の１４７ページをお開きいただきたいと思います。坐っ

て説明をさせていただきます。  

それでは始めます。第１目  農業委員会費でございます。農業委員会を開催し、農地

法や農業経営基盤強化促進法などの法律に定められた規定に基づきまして、農地転用や

農地の権利移動などの案件を審議し処理を行ってまいりました。その他、遊休農地の解

消対策といたしまして、昨年に引き続き遊休農地の状況を把握する遊休農地の利用状況

調査及び利用意向調査を実施し、貸し付け希望農地等の農地につきましては、担い手へ

の情報提供を行いながら、遊休農地の解消に努めてまいったところでございます。  

  次に第２目 農業総務費は、主に職員の人件費でございます。 

  続きまして１４８ページをごらんいただきたいと思います。第３目 農業振興費であ

ります。斑鳩町内で農業振興、農業の活性化のために活動されている農業関係団体に対

しまして支援を行いました。また、農業をはじめとする町内産業の従事者と町民との交

流の場を提供し、町内産業への理解と認識を深めていただくことを目的に、斑鳩町産業

まつり２０１７を開催し、平成２９年度につきましては、新たに町内で捕獲いたしまし

たイノシシを使ったジビエ料理の試食としてイノシシ汁やホイコーローを提供をさせて

いただきました。  

  次に１４９ページでございます。第４目  土地改良事業費でございます。農道整備工

事を高安地区・東里地区・幸前地区で実施いたしました。また、水利組合等の団体が実

施する水門・農道等の農業用施設の改良・維持修繕に関する整備に対し支援を行いまし

た。 

  また、震災対策農業水利施設の整備として、天満池・桜池において堤体の安全性を確

認するための耐震性調査を実施いたしました。また、慶花池・毛無池について決壊した

場合の避難計画等を示しましたハザードマップを作成いたしました。 

次に１５０ページをお願いいたします。第５目 生産調整推進対策費でございます。

国の補助事業であります経営所得安定対策事業への加入を促進しながら、農家の方々へ

生産調整の達成に向けた協力依頼を行い、町卖独の転作助成金の交付を行いました。 
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  次に１５１ページ、第６目  有害鳥獣駆除対策事業費であります。農作物への被害を

もたらす有害鳥獣を駆除するために、地元猟友会に委託し、カラスなどの駆除に努めま

した。また、イノシシ対策については、罠・捕獲檻による捕獲に努めながら耕作者が自

ら被害防止対策事業として、農作物の被害を受ける農地を対象に電気柵等の設置費用の

一部を補助いたしました。  

  次に、第７目  地域農政推進対策事業費であります。農業従事者の高齢化が急速に進

展する中、持続可能な力強い農業を実現することを目的に、青年の新規就農者を増加さ

せるため、国の事業であります新規就農総合支援事業を活用し、当町においても２名の

新規就農者に対し給付金を支出いたしました。 

次に、１５２ページをお願いいたします。第８目 遊休農地解消総合対策事業費であ

ります。農業委員会において遊休農地解消に向けた取り組みを実施いたしました。また、

従来から栽培しておりますそば・菜の花・黒米・ジャガイモ・キャベツの栽培を実証試

験展示圃において行いました。また、農や食への理解を深めていただくため、農作物の

栽培サポーター事業を実施いたしました。  

   次に、第９目 環境保全活動等支援事業費であります。農業者の高齢化等により、農

地や農業用水路・農道などの地域資源の保全管理が困難となってきています。こうした

ことから、新たに活動組織を立ち上げ、地域が一丸となって施設の保全を行っていくと

いう活動を稲葉車瀬地区・岡本地区・高安地区の活動組織と平成２９年度からは斑鳩溜

池も新たに加わり事業に対する助成金を交付いたしました。  

また、環境に優しい農業に取り組む環境保全型農業として、稲葉車瀬地区のなし部会

の梨栽培において、化学肥料、化学合成農薬を慣行から３割から５割低減した取り組み

に対し助成金を交付いたしました。  

次に、第２項  林業費でございます、１５３ページでございます。第１目  林業振興

費であります。林業振興について、各種林業関係協会等への負担金およびナラ枯れ被害

防除事業にかかる補助金を支出いたしました。 

  次に、第２目 地域で育む里山づくり事業費でございます。荒廃した里山林の整備を

森林所有者の協力を得て、ボランティア団体により除伐や下草刈りなどを実施をしなが

ら整備後の里山のイベント活動等に対し助成いたしました。  

以上が、第５款 農林水産業費の決算概要でございます。  

よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 

○小村委員長  説明が終わりましたので、第５款  農林水産業費について、質疑をお受け
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しいたします。  

濱委員。  

○濱委員 そしたら、ページの若いほうからですけども、最初の１４９ページのところの

中ほどにあります耕地協会というのですけれども、具体的にはどういうような協会なの

でしょうか。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 耕地協会につきましては、町内の水利組合または農家組合等の、水

利組合及び土地改良区の長が集まった団体でございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 ほかにもたくさん、例えば、水利組合もありますし農地とかそれぞれ活動され

てますでしょう。ここはどういう活動なんですか、内容的には。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 耕地協会につきましては、いろいろな農業をしていく上で例えば、

土地改良事業等の先進的なものを研究したり、または視察に行ったり、もしくはみんな

で話し合って農業のする圃場を整備していくというようなことを検討していく場でござ

います。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 たくさんそういう協会とか団体があるので、なかなか全部を理解するのは難し

いところもあるんですけども、また教えていただくことにして、次の質問にしたいと思

います。  

次の１５０ページですけれども、農業のね、減反であったりとかそういうもので田ん

ぼ、お米をつくるのをやめているというところもありますけども、それまで田んぼをず

っと維持していた方が体調不良であったり高齢であったりとか、またお亡くなりになっ

たりとかいうことで、しなくなったというような土地があると思うんです。そういうの

ですとか、何か公共のものをするために公費での買収であったりとか、または宅地にし

て売るというか、宅地にして売るじゃないけど、売って宅地になるという、そういうよ

うなところでね、この１５２ページにあります遊休農地の再生とかその辺の関係という

か、同じ土地であってもいろいろな呼び名というか、いうのがあって、分けていろいろ

な施策に補助金を出したりとか支援をしてますけども、先ほど言ったようなところとい

うのはどのように考えたらいいですか。  

○小村委員長  すみません、暫時休憩いたします。  
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( 午前９時１３分  休憩 ) 

( 午前９時１７分  再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。  

上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 農業につきましては、国において今、委員がおっしゃるように遊休

農地は大きな問題・課題となっているところでございます。そうしたことから、国また

は町といたしましても、利用権を設定するという制度が新たにできまして、今までは土

地の所有者とつくる方が契約してというような形で進めてまいったものが、利用権、簡

卖な形でそれを借りられるというようなことで農地を集約化、集積化をするということ

に努めているところでございます。  

そうしたことから奈良県におきましても、奈良担い手農地サポートセンターというと

ころが農地のマッチングを行いまして、遊休農地、要はつくれない方と作りたい方をマ

ッチングしていってそういう遊休農地を減らしていくということに努めているところで

ございます。  

また、斑鳩町におきましても、利用意向調査を今年も行いましたけども、そういった

遊休農地をパトロールいたしまして、そういった奈良担い手サポートセンターに情報交

換をしているところでございます。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 １２７ページの貸し農園なんですけれども、利用率が１００％となってるん

ですけれども、「利用したいし作ってみたいけれども手ごろなところがない」という声

をよく聞くんですけれども、１００％ということはニーズがかなり高いものだと思うん

ですけれども、これをふやしていくとか、あと、やはりすぐ近くの方ならいいんですけ

れども、ちょっと離れているといろいろな道具を持っていくのにもなかなか大変なので、

以前からやはり駐車場があるようなところを確保してもらえないかという話もさせても

らったことあると思うんですけれども、そのあたりの考えというのはいかがなのでしょ

うか。 

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 貸し農園につきましては、ＪＡさんと共同で事業を実施していると

ころでございますけども、現在、今、稲葉車瀬地区と阿波地区に５７区画、４２区画を

有しているところでございます。  

そうしたことで、平成２９年度につきましては、全区画を借りていただいているとこ
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ろでございますが、やはり最近の傾向を見ますと途中でやめられる方、またそのやめら

れた後にその隣の方が、要は２区画をつくられるといったことも多くなってきている状

況でございますので、必ずしも農園に来て農作物をしたいというようなことの希望者が

多いというわけでもないのかなあというふうに考えているところでございます。  

それは、やはり近くで自分のところで、知り合いのところにちょっとつくらせていた

だいたりということが、本来それはいいのか悪いのかというのは是非はちょっと置いて

おきまして、そういったことで自分で活動しておられる、もしくは手伝っておられる方

もおられると聞いているところでございます。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 ただ、やはり実際、手伝っておられるとか作られへんからそこにちょっと尐

し何件かだけでも貸してもらってやってはるというところというのは結構あると思うの

で、やはりその辺のニーズとこちらの提供するところがうまくなったらもう尐し、先ほ

どの遊休農地のこともあると思うんですけれども、もう尐し広がっていくのかなと思い

ますので、そのあたりもちょっと見ながら、いいような形を提供していっていただけた

らなと思います。  

それと、ちょっとお伺いしたいんですが、１４８ページの農業振興会に対する支援な

んですけれども、この８０万円というのは何かタマネギをつくってはって、給食とかに

使ってもらうのに、できた作物を購入しているという費用とはまた別の費用なのかどう

かということと、その支援というのはどういう、この８０万円の支援というのはどうい

う目的とか、どういうことに使われているものなのか、ちょっとお伺いしたいんですけ

ども。 

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 農業振興会につきましては、その補助金の申請のときに使い道と使

途といたしまして視察研修費、そして体験学習協力費、圃場管理費、備品購入費といっ

た内訳で使途を申請いただいているところでございます。  

そうした中で、体験学習にいたしましては苗づくり研修会とか野菜種まき実技講習会

等を実施されて、非農家の方に農業を普及されているということでございます。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 いろいろ伺った、できた作物を販売してというのとはまた別ということで理

解していいんですか。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  
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○上田建設農林課長 振興会さんのほうではタマネギをつくって学校給食にはされておら

れるので、並行していろいろな事業に取り組まれておられるということでございます。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 要はその８０万円というのは、そのものを買うお金ではないということです

ね。 

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 失礼いたしました。補助金の名目についてはタマネギは自主でやっ

ておられるということでございます、すみません。  

○小村委員長 平川委員。  

○平川委員 １５１ページの新規就農なんですけれども、２８年度２件で２９年度２件と

いうことで着実にふえていってるのかなと、同じ人に２年続けてやってるのか、それと

もこの数がふえていってるのかというところをお伺いしたいのと、あとその何年間で新

規就農された方々で、お互いが何か悩みを共有したりとか、同じ課題を一緒に取り組ん

だりとかということができたらいいのかなと思うんですけど、そのあたりの何か取り組

みみたいなものはどうでしょうか。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 まず、新規就農の支援事業のことでございますけども、この給付に

ついては要件がございまして、例えば、４５歳以下で自営の新規就農された方、または

最長５年間の給付というふうに決まっている、また所得も決まっているところでござい

ます。 

そうした中で今回、２名の方が１５０万円ずつ支援を受けられることでございますけ

ども、例えば、１名の方であれば平成２８年から平成３１年までの５年間を１５０万円

ずつ支給いたしているというところでございますので、平成２９年度のこの２名の方と、

その前の方は同じ方という形で５年間の給付期間があるということでございます。 

そして、その新規就農者の方がいろいろな場で議論する場が、もしくはその話し合う

場がという話でございますけども、実は、４Ｈクラブという、そういう団体というかそ

ういう会がございまして、そういった新規就農もしくは若手の方がそういった話し合う

場を持たれているところでもあると聞いております。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 わかりました。せっかく新規就農された方々が定着していっていただきたい

なと思うので、そういう情報共有だったり、またその若手の人たちで新しいアイデアを
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何か生み出していくということができたらいいのかなと思いますので、そのあたり引き

続き、よろしくお願いいたしますということで。 

○小村委員長  奥村委員。  

○奥村委員 １５０ページの震災対策の農業水利施設の整備というところでございますけ

れども、耐震性調査を天満池、桜池、ため池ハザードマップの作成を慶花池、毛無池に

て行っていただきました。  

今後、このような調査とかは、斑鳩町にもいっぱいため池がございますけれども、順

次、行っていかれるのか、お聞きさせていただきたいと思います。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 現在、斑鳩町ではため池について耐震対策を順番に実施していると

ころでございます。そのため池につきましては、防災重点ため池というふうに位置づけ

られているため池について実施しているところでございます。  

この防災重点ため池につきましては、条件といたしまして堤防高が１０メートル以上

のあるもの、そして堤防高が１０メートル未満であっても貯水量が１０万立米以上であ

るもの、また、公共施設や下流に住宅や公共施設等があって施設が決壊した場合に影響

を与える恐れがあるようなため池といたしまして、斑鳩町では斑鳩溜池、天満池、桜池、

毛無池、慶花池のこの５つを現在、防災重点ため池として位置づけておりまして、そこ

をまずは優先的に耐震調査をいたしているところでございます。  

○小村委員長  ほかにございませんか。  

濱委員。  

○濱委員 １５１ページで有害の電気柵とかそういったものの補助についてありますけれ

ども、被害の届というか被害額というのは把握されてるんでしょうか。  

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 被害につきましては、もう農作物被害の状況につきましては、情報

提供はあるものの、被害額というところまでは町では掴んでおらないところで、出納で

あれば北和共済という組合がございますので、そこに共済金のイノシシに荒らされたと

きにそういう形で申請されているというふうな状況でございます。  

○小村委員長  ほかにございませんか。  

坂口委員。  

○坂口委員 １５３ページ、ナラ枯れの被害の防除ということなんですけど、平成２８年

度がゼロ件、２９年度で１件ということなんですけど、見る限りまだまだ結構あるよう
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に思うんですけど、こういうこの申請が尐ないというのは原因というのは何か考えられ

ておられますかね。 

○小村委員長  上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 ナラ枯れ対策につきましては、カシノナガキクイムシという虫がは

いかいすることから菌を増殖するということで、どんどんナラもしくはシイ、カシの木

の樹木を枯れていかせるということで、斑鳩町におきましても木の倒木等が見受けられ

ているところでございます。  

そして、この対策につきましては、平成２８年４月からこの交付金の要綱を制定して

防除に努めているところでございますが、まず事業費の２分の１の補助を行っている関

係上、自己負担が発生してまいります。そういったことから森林のことでございます、

山のことでございますので、なかなか前向きに負担が要ることから、この交付金を使用

していただけていないのかなというような状況でございます。  

○小村委員長  坂口委員。  

○坂口委員 自己負担もあるということなんですけど、これ、２９年度０．４立米という

ことはほんのちょっとですわね。全体から見るとほんの一部だと思うので、その辺もう

ちょっと対策できるような方法をまた考えていただければなと思います。  

要望だけしておきます。 

○小村委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小村委員長  そしたら私から２点だけお聞きしたいんですけれども、尐し話がかぶって

しまうかもしれませんけども、１４７ページ、貸農園の推進なんですけれども、私も要

望を受けるときにですね、やっぱり官のものを借りると規定がちょっと厳しいというか

あれなので、民同士で契約したいというような声があるんです。  

その中で例えば、空き家バンクみたいな形で、貸したいと思っている人と借りたいと

思ってる人を民同士でマッチングするようなことというのは考えられないのかなと思う

んですけども、そのあたりはどうですか。  

上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 今、ご質問にございますように貸農園につきましては、町が行って

いるＪＡと一緒に行っているものにつきましては、１区画１年で５，０００円から大き

い区画でしたら１万円といった金額が発生してまいります。個人的に協力もしくは手伝

っておられる方については、その辺の費用等がもう尐し安価、もしくは協力しているの
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で無償でとかいうような話になってきて、なかなかこの貸農園についての応募が尐なく

なってきてるのかなあというようなことも考えておりますけども、ただ、実際に非農家

の方が農業をされるときの１つの壁といいますか、やはり農業サイドとしては農地をこ

れからやはり適正に、これからも今後の何十年先も踏まえて維持していくということが

大きな大前提となってまいりますので、非農家の方が決して長続きしないという話では

ないですけども、やはり長く農業を続けていかれる方に今現在、集積集約化という目標

で農業委員会も活動を行っておりますので、ある一定の部分につきましては農園として

貸し出すということも１つ方法ではございますけども、ちょっとそのマッチングについ

ての、そういう制度についてはまだ確立されていないというか、斑鳩町においてもまず

はそちらの集積集約化のほうに優先順位を置いて取り組んでいきたいと考えているとこ

ろでございます。  

○小村委員長  今、そういったご答弁、集積化集約化が先ということで、またその点につ

いては今、執行率を見てますと農林水産業費の執行率は全体で８７％、予算額に対して

なので、執行率、ほかのところよりも尐なくなってるのかなと思いますので、また新し

いそういった制度等も構築していただけたらなあというふうに思っております。  

続いて、１５１ページのこの新規就農総合支援事業補助金なんですけども、これも今、

２名ということで、これも予算額に対しての決算額の執行率が尐ない、特にここが尐な

いなというふうに見てたんですけれども、当初の見込み、予算のときの見込みとしては

何名考えられてたのかということと、１５０万円で計算したらいいのかなと思うんです

けども、執行率がやっぱりこの３００万円ちょっとになったということに対しての分析

等はされてるのかなあというのをお聞きしたいんですけど。  

上田建設農林課長。  

○上田建設農林課長 予算につきましては４５０万円予算を立てておりまして、新たに１

人の方が新規就農をされるというような形で予算組みをしていた状況でございます。と

ころが、予定していた、もしくはそういった情報も提供しているところでございますが、

なかなか新規就農していただけないというような形で、１名増の形が執行できていない

ということでございます。  

この新規就農の制度につきましては、県におきましてもいろいろな例えば、農業大学

とか農学部のほうでこういった周知をチラシ等でしていただいているところでもありま

して、また農業委員さんにおいても農家の息子さんとかお孫さんの世代まで農業をして

いただけるようにＰＲしていただいているところでございますが、なかなか現状は難し
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い状況ですので、今後もそういったＰＲに努めていきたいというところでございます。  

○小村委員長  国のほうでは、結構その新規就農者が今までの統計から比べると多くなっ

てる、若手の新規就農者が多くなっているような現状も見受けられて、若者も尐し農業

に向いてきたのかなあというふうにも見えますので、斑鳩町でもまたその新しい取り組

みも含めてですね、いろいろなことを考えていただけたらいいのかなと思います。  

以上です。  

ほかに何かございませんか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小村委員長  それでは、これをもって第５款  農林水産業費に対する質疑を終結いたし

ます。 

次に、第７款  土木費について、説明を求めます。  

藤川都市建設部長。  

○藤川都市建設部長 それでは、第７款  土木費につきまして説明をさせていただきます。

主要な施策の成果報告書の１６０ページをお開きいただきたいと思います。座って説明

をさせていただきます。 

それでは始めます。まず、第１項 土木管理費 第１目 土木総務費でございます。

主要なものは、人件費でございます。 

  次に、第２項 道路橋りょう費でございます。第１目  道路維持費では、町道などを

安全かつ快適に利用していただくために舗装の補修や路肩整備、路肩の草刈および未登

記道路の整理を行いました。  

  次に、１６１ページ、第２目  道路新設改良費でございます。町道１４２・１４５号

線をはじめ７路線の道路改良事業を実施いたしました。  

  次に、第３目  橋りょう維持費でございます。橋りょう長寿命化修繕計画に基づきま

して、セナガ橋１橋の補修工事と１６橋の橋りょう定期点検を行いました。１６橋の定

期点検の結果につきましては、構造物の機能に支障が生じていないという結果でござい

ました。  

 続きまして、１６２ページ、第３項 河川費でございます。第１目  河川総務費でご

ざいますが、主な内容といたしましては、毎年春に実施されております自治会内水路清

掃に伴う発生土砂等の処理を行ったものでございます。また、自治会等が自発的に行わ

れております水路改修及び水路浚渫事業に対しまして、その経費の一部を支援をいたし

ました。また、貯留施設の維持管理といたしまして、東町池フェンスの設置工事および
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神单調整池浚渫工事を行いました。  

続いて、１６３ページ、第４項  都市計画費、第１目 都市計画総務費でございます。

人件費以外の主な執行につきましては、既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修に対する

支援に要する経費、いかるがパークウェイの整備促進に要する経費、ＪＲ法隆寺駅单北

自由通路の維持管理に要する経費、バリアフリー基本構想の策定に要する経費、法隆寺

門前バス停留所の移設に要する経費などでございます。 

  まず、既存木造住宅耐震診断および既存木造住宅耐震改修に対する支援を昨年度に引

き続き実施をいたしました。また、住宅の耐震化に関する知識の普及を目的といたしま

して、ＮＰＯ法人との共催によりまして、住民フォーラムを開催いたしました。  

次に、国の直轄事業でございますいかるがパークウェイでは、現在、竜田川岩瀬橋西

詰から国道２５号三室交差点の三室・紅葉ヶ丘区間の整備工事が進められております。

また、小吉田モデル区間から県道大和高田斑鳩線間の五百井・興留区間につきましては

用地買収が進められているところでございます。また、事業予算の確保にむけた要望活

動については、国土交通省をはじめ関係機関に対し積極的に働きかけを行っております。  

次に、バリアフリー基本構想の策定につきましては、平成２８年度から３ヵ年の計画

で進めておりました斑鳩町バリアフリー基本構想策定及び特定事業計画の策定につきま

して、２年目の平成２９年度では「斑鳩町バリアフリー基本構想」を策定いたしました。  

また、法隆寺单大門前の奈良交通バス停留所を法隆寺ｉセンターに近接する場所へ移

設する工事を行いました。  

  次に、１６４ページをお開きいただきたいと思います。第２目  公共下水道費でござ

います。公共下水道事業特別会計への繰出金といたしまして支出しており、詳細につき

ましては、公共下水道事業特別会計においてご説明をさせていただきます。  

  次に、１６５ページ、第３目 都市下水路費では、都市下水路６路線の浚渫作業を行

い、適正に維持管理を努めました。  

  次に、第４目  公園費では、公園等に設置されている遊具による事故を未然に防止す

るため、職員による定期的な点検パトロールを実施するとともに、専門業者による公園

施設の安全点検と保守点検業務を実施いたしました。  

次に、第５目  都市計画審議会費であります。斑鳩町都市計画審議会を２回開催いた

しております。開催した会議では、斑鳩町バリアフリー基本構想の策定について、斑鳩

町開発指導要綱の一部改正について、斑鳩町公共下水道事業についてなどの報告を行い

ました。  
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次に、第６目  開発指導調整費では、都市計画法等の関係諸法令及び斑鳩町開発指導

要綱に基づき、より良好なまちづくりの推進に努めております。また、屋外広告物許可

申請にかかる事務処理のほか、違反広告物の除却を行い、良好な景観形成に努めてまい

りました。  

次に、１６７ページ、第７目 景観保全対策事業費であります。三塔及び藤ノ木古墳

周辺において、地域の農地所有者の協力を得て、景観形成作物のコスモス栽培を実施い

たしました。  

また、斑鳩町まちなか観光景観形成事業補助金により、歴史的な町並みの景観形成に

資する民間の修景施設の整備費に対して支援を行いました。  

また、身近な緑化の推進と住民意識の高揚のために、４月に小学校の入学記念樹とい

たしまして、町の花でございますサザンカの苗木を、そして、１２月の産業まつりでは、

ビオラ、アリッサムの苗をそれぞれ配布をいたしたところでございます。  

次に、１６８ページをお願いします。第８目  法隆寺線整備事業費でございます。法

隆寺線整備事業費では、国道２５号との接続に向け、国道２５号区域より单側の本線部

分の整備工事を行うとともに、交差点の交通安全対策施設の設置について警察等関係機

関との協議を行いました。  

続きまして、１６９ページ、第５項  住宅費でございます。第１目  住宅管理費では、

興留東団地について一部の入居者退去に伴い２棟の解体を実施し、目安北団地につきま

しては汚水排水の公共下水道への接続工事を行いました。また、町営住宅の適正な維持

管理に努めてまいったところでございます。  

  以上が、第７款 土木費の決算概要でございます。よろしくご審査賜りますようお願

い申し上げます。  

○小村委員長  説明が終わりましたので、第７款  土木費について、質疑をお受けいたし

ます。 

  濱委員。  

○濱委員 １６６ページの屋外広告物の適正な誘導ということですけれども、これは実際

には違反のものとかがあった時からそれを撤去するその後のことの流れについて教えて

ください。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 違反広告物につきましては、除却をさせていただいたものにつきま

して、財産価値のあるものにつきましては一定期間の保管をしたのち、公告によって廃
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棄をいたします、引き取りがなければ廃棄をいたします。貼紙といった財産価値を見出

せないようなものにつきましては適宜処分をしているところでございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 ということは、巡回だとかで見て、あったら即、その場で職員の方が撤去する

ということですか。 

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 通報により職員が出向くこともございますし、シルバー人材センタ

ーの方で委託をいたしまして、パトロール、適宜。即時除却できると判断できたものに

つきましては、除却までしていただいている状況でございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 一定期間、財産的なものというのか、預かるということですけども、一定期間

というのは持ち主に対して何か通告をするとか、どこでどのような保管をされてるとか

その辺はどうでしょう。 

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 公告の中身からですね所有者が判別できるものにつきましては公告

主のほうへご連絡を差し上げる。判別ができないものにつきましては公告の手続き。公

告式条例に準じたような形で公告をいたしまして公告をする。その形で６か月間経過し

たものについては処分するということでございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 １６３ページのいかるがパークウェイですけれども、高田斑鳩線から東側につ

いてはこれから具体的にはどのようにというか、もう既に取りかかっているところとか

もあるんでしょうか。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 ごく一部ではございますけれども、以前に国の方で土地が取得され

ている部分もございます。いま現状といたしましては、こののち地域の皆様へ協議をさ

せていただくに先立ってですね、道路計画を策定していくための測量作業に着手される

というところで、いまのところ聞いているところです。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 一部反対運動とかいうのもありますけれども、その辺のところでは町の方はど

のように考えてらっしゃいますか。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。  
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○松岡都市整備課長 反対をいただいている中身をどのように解消していくのか、どのよ

うな部分で反対のご要望があるのかというようなところを十分お伺いさせていただいて、

それが解消に向けて動けるような中身で計画を進めていただけるように国の方に協議し

ていきたいという風に考えているところでございます。  

○小村委員長  他に。 

平川委員。  

○平川委員 総務でも聞いたんですけど、１６３ページの老朽危険空家等解体の支援とい

うのと、１６４ページの空家活用促進改修の支援というのが両方とも２９年度、利用者

なしということなんですけど、いろいろ問い合わせがあったけれども、要件があわなか

って利用者がなかったのかどうなのかっていうところと、やはりその、なかった理由で

制度でなかなか使いづらいとかそういうことがどうなのかそのあたりちょっとお伺いで

きたらと思います。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 補助制度についてのご相談というのは１件だけございまして、空家

改修支援の方なんですけれども、２年間の空家状態というような要件を設けてございま

すが、それに満たなかったというような状況がございました。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 利用者がないことに対する分析というのか、例えば周知不足なのかどういう

風に分析されていますか。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 特に一般の取引の中で、空家の取引がされたものという風に考えて

おります。  

○小村委員長  他にございませんか。  

  伴議長。  

○伴議長 １６７ページの真ん中にあります電柱類の景観改善整備で約５００万ほどの委

託、調査の業務の委託をされてるんですが、これは結局この事業自体、委託された後、

確か何かちょっと難しいような問題が出てたように私記憶してますねけど、今現在どな

いなってますかな。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 業務を委託したことで課題が判明したというようなことではござい

ませんで、やはり無電柱化に向けてですね、財源の確保とかあうゆった課題がそれぞれ
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ございますので、こういったものを町の財政という中で考えいくべきところでございま

すので、その辺りを踏まえて今後、事業進捗については計画してまいりたいという風に

考えております。  

○小村委員長  伴議長。 

○伴議長 ということは、無電柱化というのは財政を見ながら進めていくというように、

でないとこれ、大きな委託料を払って、そしてそのまま塩漬けって言いますか、そんな

形になってるともったいない話になりますし、ちょっとその辺りの考え方をもう一度お

願いします。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 無電柱化につきましては、電柱類の景観改善といたしまして、歴史

的風致維持向上計画に位置付けられているものでございますので、斑鳩町の施策として

重要な案件だという風には考えているところでございますので、直ちに中止、見直しを

しようという考えでいるところではございません。  

○小村委員長  伴議長。 

○伴議長 何回もすみません。それと、この委託料５００というのは、それぐらいのボリ

ュームのあるもの、結構金額大きい思いますねけど、その辺りはどんな感じですかな。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。 

○松岡都市整備課長 概略の設計等も含めてですね、委託をさせていただいているところ

でございますので、地下埋設物の調査等々、人件費がかかってまいりますので、これら

が金額が大きくなっている主要な要因かなと理解しております。  

○小村委員長  伴議長。 

○伴議長 最後に、これは国、県からもお金が入ってきての金額なのか、町の一般と言い

ますか、町卖独というような形で、金額の内訳はどんな感じですか。  

○小村委員長  松岡都市整備課長。  

○松岡都市整備課長 この調査費につきましては、２分の１国の方からの補助をいただい

ております。  

○小村委員長  他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小村委員長  ないようですので、これをもって、第７款  土木費に対する質疑を終結い

たします。  

認定第４号 平成２９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい



 - 19 - 

ての審査を行います。  

理事者の説明を求めます。  

谷口都市建設部次長。  

○谷口都市建設部次長  それでは、認定第４号 平成２９年度斑鳩町公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてご説明をさせていただきます。  

まず、議案書を朗読させていただきます。  

認定第４号  

平成２９年度 斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  

平成３０年９月３日 提出 

斑鳩町長 中西 和夫 

それでは、決算の概要についてご説明をさせていただきます。  

まず、それに先立ちまして、まず公共下水道事業の供用開始の状況についてでござい

ますが、前年度５，６７１戸から１９０戸増えまして５，９３１戸のご家庭で利用可能

となったものでございます。そのうち本年度１９３件の接続申請を受け付け、３，８７

６件の皆様にご利用いただいており、供用人口１万５，６５９人に対しまして接続人口

が１０，８９８人となり、水洗化率といたしましては、６９．６％となったところでご

ざいます。  

それでは、平成２９年度の公共下水道事業の決算状況についてご説明をさせていただ

きます。主要な施策の成果報告書の２２７ページをお願いいたします。座って説明を進

めさせていたきます。  

決算及び決算収支の状況では、歳入総額１３億５，９２１万９千円、歳出総額は１１

億５５７万４千円となり、歳入歳出差し引き２億５，３６４万５千円となっております

が、これにつきましては、公共下水道事業が平成３０年度から公営企業法の一部を適用

することとなり、平成３０年３月３１日付けをもちまして、打切り決算を行ったことに

より、未払い金等が発生したことによる影響でございます。  

次に２２８ページ、歳入決算の状況についてでございます。第２表  歳入決算の内訳

で、分担金及び負担金では公共下水道加入負担金が１，９３０万円、使用料及び手数料

では１億７１１万１千円となり、前年度と比較して２，４８２万９千円の減と著しく減

額になっておりますが、これは平成３０年３月末をもって打ち切り決算を行い、３月末
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時点で収納が完了していない金額について未収金として、平成３０年度の下水道事業予

算に引き継いだことによるものでございます。  

国庫支出金では、前年度より１，８７５万２千円増の３億９３７万６千円となりまし

た。 

次に繰入金では、前年度より３，６７５万７千円増の５億３６３万５千円となりまし

た。 

次に町債では、前年度より１，２３０万円減の４億１，１２０万円となりました。  

次に、２２９ペ－ジ、歳出決算の状況では、公共下水道費で前年度より２億６，０５

４万円減の５億５，２９４万６千円、流域下水道費では前年度より２０５万５千円増の

１，４３８万９千円、公債費では前年度より４２万円減の５億２，８３８万９千円でご

ざいます。  

次に、歳出の主な内容についてご説明をさせていただきます。  

まず、２３０ページをお願いいたします。第１款 公共下水道費、第１項  下水道管

理費、第１目  下水道総務費でございます。主な内容といたしましては人件費でござい

ます。また、接続の支援策といたしまして設けております排水設備改造資金融資あっせ

ん及び利子補給制度の利用件数につきましては、当年度は６件のご利用があり、また、

この制度を利用され返済を完了された方からの利子補給申請件数は６件あり、６万４千

円の利子補給をいたしました。また、企業会計への移行に向けた調査費といたしまして

４７９万３９０円の支出を平成３０年度へ引き継いでおります。  

次に、第２目  施設管理費でございます。その主な内容といたしましては、流域下水

道センターへ支払います汚水の処理費用としての流域下水道維持管理負担金にかかるも

のでございます。  

  次に、２３１ページ 第２項 下水道新設改良費 第１目 管きょ等新設改良費でご

ざいます。その主な内容といたしましては、公共下水道の整備で、龍田西２・４・５丁

目、稲葉西１丁目、神单４・５丁目、龍田３・４丁目、龍田单３・４丁目、法隆寺２丁

目、法隆寺单２丁目、服部２丁目、目安北２丁目地内で約９ヘクタール、延長で約２．

７ｋｍの面整備を行いました。また、浄化槽雤水貯留施設転用に対する支援では１件の

補助を行い、累計で４８件となったところでございます。 

  次に、第２款 流域下水道費では、県が実施する浄化センター等の整備事業に対しま

して市町村負担割合に応じて支出いたしております。  

  次に、第３款  公債費では、元金および利子の償還を行い、平成２９年度末の起債残
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高は、前年度末より４，１３４万５０５円増の８６億２，６１５万９，０３９円となり

ました。今後も公共下水道の整備を着実に進め、普及促進及び接続の向上を図るととも

に、健全な下水道経営に努めてまいりたいと考えております。  

以上で、認定第４号 平成２９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてのご説明とさせていただきます。  

よろしくご審議を賜わりまして、何卒原案とおり認定いただけますようお願いを申し

上げます。以上です。  

○小村委員長  説明が終わりましたので、公共下水道事業特別会計について、質疑をお受

けいたします。  

  平川委員。  

○平川委員 そもそものことで申し訳ないんですけれども、公共下水道の整備というのは

ある程度、人口が集積した所を優先的にやっているという認識でいいのでしょうか。そ

れともう一点、新しく住宅が建つ時に、例えば何軒以上だったら下水を整備するとかい

う要件があるのかどうかというところをお聞きします。 

○小村委員長  谷口都市建設部次長。  

○谷口都市建設部次長  まず、やはり費用対効果を考えた中で人口集中する区域というの

を優先的に整備を進めております。そして、その他色々状況はございますけども、新し

い住宅を開発で建てられたところにつきましては、まず、接道されている通りに本管が

敷設されているかどうかによりまして、接続の状況というのは変わりますので、その都

度また協議させていただいております。また新たに開発協議となりますと、やはり用水

の処理と言いますのは開発区域内の義務となりますので、開発業者の負担をもちまして

本通りの幹線に接続していただくというような形で進めている状況でございます。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 ということは、何軒以上とかっていう要件が必ずしもあるっていうわけじゃ

ないのかなっていうことと、あと、当初、人口が集積しているということの計画に基づ

いて下水道を整備したけれども、その周辺で新たに数軒程度、ミニ開発的に開発された

住宅がある場合、そこが取り残されていくようになることはないのかどうか、その辺り

どうでしょうか。  

○小村委員長  谷口都市建設部次長。  

○谷口都市建設部次長  何軒以上のはりつきとか開発とかいう要件はございません。ひと

つ、今整備が終わった周辺で取り残されるというような問題でございますが、やはりエ



 - 22 - 

リアによりまして、計画区域の事業決定いたしますので、その区域に入っておれば当然

接続の対象になってきます。また、その周辺でありましても、近接しておれば接続の対

象になるということでご理解いただきたいと思います。  

○小村委員長  ほかにございませんか。   

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小村委員長  私から一点なんですけれども、主要な施策ではないんですけれども、社会

資本整備総合交付金なんですけれども、これ、各市町村によって割り当てが違うとか、

特に奈良市さんの方では政令指定都市の中で一番低い水準になっているような話もある

中で、斑鳩町の水準としては、下水道遅れてるって言われてる中で３億円っていうのは

高いのか低いのかっていうのをお聞きしたい。  

  谷口都市建設部次長。  

○谷口都市建設部次長  それぞれ事業の規模にもよりますが、現在、斑鳩町につきまして

は後発で事業を進めております。そうした中でだいたい平均、１０ヘクタール前後を目

標に整備を進めている中で、次年度に対する補助金の要望等も行っております。レベル

につきまして、補助金に対する内示のレベルにつきましては、県内では割と比較的安定

して高い部分でいただいている状況でございます。  

○小村委員長  わかりました。ありがとうございます。社会資本整備総合交付金で、でき

るだけ多くもらえるように、東京とか行って要望活動もされてるとは思いますけれども、

引き続きしていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。  

 それでは他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小村委員長  これをもって、公共下水道事業特別会計に対する質疑を終結いたします。  

次に、議案第４８号 平成２９年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて、また、認定第７号 平成２９年度斑鳩町水道事業会計決算の認定についての２議

案につきましては、関連する議案ですので、一括議題とし、審査いたします。  

理事者の説明を求めます。  

谷口都市建設部次長。  

○谷口都市建設部次長  それでは、議案第４８号 平成２９年度斑鳩町水道事業会計未処

分利益剰余金の処分について及び認定第７号  平成２９年度斑鳩町水道事業会計決算の

認定についてのご説明をさせて頂きます。  

まず、議案書を朗読させていただきます。  
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議案第４８号  

平成２９年度  斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について  

標記について、地方公営企業法第３２条第２項の規程により、別紙のとおり提出し、

議会の議決を求めます。 

平成３０年９月３日 提出 

斑鳩町長 中西 和夫 

次に、 

認定第７号  

平成２９年度  斑鳩町水道事業会計決算の認定について  

  標記について、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別紙のとおり提出し、

議会の認定を求めます。 

平成３０年９月３日 提出 

斑鳩町長 中西 和夫 

それでは、平成２９年度 斑鳩町水道事業会計決算書によりご説明を進めさせていた

だき、併せまして平成２９年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての

ご説明をさせていただきます。座って説明を進めさせていただきます。  

決算書の１６ページをお願いいたします。  

１．の概況につきまして、朗読をもちましてご説明申し上げます。（１）総括事項の

うちア．業務状況でございます。本年度の業務量につきましては、契約件数が前年度よ

り９７件、０．９％増加し１１，０６４件となり、年間総給水量は前年度と比較して１

８，８８５㎥増の３０２万２，０７８㎥となりました。１戸当りの使用量は、口径２０

㎜で１ヶ月平均１９．１㎥、前年度１９．３㎥となったものでございます。また、県水

受水量は、前年度より１１，４９３㎥減の２００万４０９㎥となりました。なお、有収

率につきましては、９３．７％と昨年度９４．２％と比較いたしまして０．５ポイント

の減尐となりました。  

次に、イ．建設改良費でございます。配水設備では、新設改良事業で工事４件・委託

３件、公共下水道築造工事関連で工事１３件・委託９件であり、管延長２，７４２ｍ、

前年度２，１８４ｍの工事などを行い各地域への給水に必要な施設の整備に努めました。

浄水場設備では、前年度に引き続き、三井浄水場のろ過池設備の修繕工事を実施いたし

ました。  

以上、これら建設改良事業に係る事業費は、前年度より４，３６１万６，８８０円増
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の２億６，１６７万２，１２０円となりました。１８ページから１９ページにかけまし

て、各項目の工事別に工事、内容、金額、工期等をお示しいたしております。 

まず、１８ページをお願いいたします。配水設備改良費では、新設改良、下水道工事

等で２億３，８１５万２，９６０円、浄水場設備改良費で２，１１６万８，０００円、

取水設備費で２３５万１，１６０円、合計２億６，１６７万２，１２０円であります。  

本年度も、公共下水道の整備に伴い支障となる配水管及び給水管の移設・更新工事等

を実施し管網整備を行なうとともに、円滑な水の運用を図るため経年劣化した浄水場設

備の更新に努めたところでございます。 

それでは、１６ページにお戻りいただけますでしょうか。ウ．の財政状況につきまし

ても朗読をもちましてご説明とさせていただきます。営業収支は、９２２万１，１５９

円の営業損失、前年度営業損失５４９万２，１５３円となりました。 

営業収益のうち給水収益は有収水量が前年度と比べ３，７７９㎥増加し、前年度に比

べ２８０万６，９７５円増の６億１，０３９万５，３９５円となりました。  

営業費用は前年度より８０５万９，６７２円増の６億４，５８６万７，２８１円とな

りました。  

その主な内訳といたしましては、原水及び浄水費では、受水費等の減により２６７万

１，０５３円の減、配水及び給水費では、１３６万７４９円の減、総係費では、人件費

等の増により５１６万７，６９４円の増、減価償却費では４１１万６，４３９円の増と

なりました。  

また、営業外収支では、長期前受金戻入８，２０２万４，８８４円や雑収益などの営

業外収益８，２７６万３，０１０円から企業債の支払利息２，５２６万９，６３５円な

どを差引き５，７４９万３，３７５円の利益となりました。  

以上、これらの収支を差引した結果、当年度の純利益は、４，８２７万７，６５６円、

前年度純利益４，７８７万４，３６３円となりました。  

次に、資本的収支では、収入総額１億５，６１５万７，５６０円、支出総額３億２，

５８３万３，４８８円、差し引き１億６，９６７万５，９２８円の支出超過となり、こ

の支出超過額は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本

的収支調整額をもって補填いたしております。 

次に、１７ページをお願いいたします。（２）に議会議決事項、（３）職員に関する

事項の（ア）に職員の配置状況をお示しさせていただいております。  

次に、２０ページをお願いいたします。業務量に関する事項の説明をさせていただき
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ます。行政区域内人口につきましては、２８ ,３０１人で前年度より９６人の増であり

ます。平成３０年３月３１日現在の人口でございます。  

年度末契約件数につきましては、１１，０６４件で前年度より９７件の増加でありま

す。年間総給水量につきましては、前年度より１８，８８５㎥増の３０２万２，０７８

㎥であります。  

県水受水量につきましては、前年度より１１，４９３㎥減の２００万４０９㎥であり、

年間有収水量は昨年度より３，７７９㎥増の２８３万２，０３０㎥、有収率は９３．

７％、昨年度と比較いたしまして、０．５ポイントの減となったところでございます。  

また、有収率につきましては、水道の経営に大きく影響しますことから、毎年度、漏

水調査を実施することにより、漏水箇所の早期発見、早期補修に努めてまいりたいと考

えております。  

なお、有収率につきましては、平成２８年度の全国平均は９０．２％でございますが、

当町におきましては、全国平均を上回る約９４％前後で推移している状況でございます。  

また、平成２９年度水道事業会計決算資料の資料－３に、平成２２年度からの１戸当

たりの口径別使用水量の推移及び給水収益の推移をお示しさせていただいております。

平成２２年度に比べまして口径１３ｍｍ、口径２０ｍｍ共に約１２％減尐しております。  

おそれいります、決算書の２０ページでお願いいたしますが、供給卖価は、１㎥当た

り消費税抜きで２１５円５３銭でございます。給水原価につきましては、１㎥当たり消

費税抜きで２３６円３２銭でございます。  

次に、２１ページをお願いいたします。（２）事業の収益及び費用に関する事項でご

ざいます。  

まず、①水道事業収益でございますが、前年度より７５１万３，９１４円増の７億１，

９４１万４，５７２円であります。営業収益では、給水収益で２８０万６，９７５円の

増、受託工事収益につきましては、１８７万８，６２３円の増など４３３万６６６円増

の６億３，６６４万６，１２２円となりました。  

また、営業外収益では、前年度より３１７万７，８０８円増の８，２７６万３，０１

０円となりました。  

次に、②の水道事業費用は、前年度より７１１万６２１円増の６億７，１１３万６，

９１６円であります。営業費用では、前年度より８０５万９，６７２円増の６億４，５

８６万７，２８１円であります。  

その内訳といたしましては、原水及び浄水費では２６７万１，０５３円減の３億３，
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５２９万８，４７５円であり、その主なものにつきましては県水の受水費でございます。  

配水及び給水費では１３６万７４９円減の５，３０９万１，６３１円であり、その主

なものは人件費と修繕費でございます。 

受託工事費は１８７万８，０００円の皆増、総係費は５１６万７，６９４円増の６，

０１４万８，３５７円で、その主なものにつきましては人件費と委託料でございます。

また、減価償却費では４１１万６，４３９円増の１億９，０４９万８，７３９円、資産

減耗費では９２万９，３４１円増の４９５万２，０７９円でございます。  

営業外費用は、前年度より９４万９，０５１円減の２，５２６万９，６３５円であり

ます。 

次に、２２ページをお願いいたします。④に給水原価構成をお示しさせていただいて

おりますが、構成比率が最も高いのが、表中の項目「区分」の４行目でございます受水

費で３８．７％となっております。１行目の人件費は１０．４％、６行目の支払利息は

３．７％、７行目の減価償却費は２８．５％となっております。  

また、２６ページから２８ページにかけまして、平成２９年度の収益的収支明細書を

添付させていただいております、これにつきましては後ほどご参照いただきますようお

願い申し上げます。  

次に、２３ページからの会計でございます。まず、（１）固定資産の取得であります。  

主なものでは、構築物の管工事につきましては、総延長２，７４２ｍで１億７，４０

５万１千円の取得であります。建設仮勘定につきましては、差し引き、２，９４８万９

千円の増であり、その内訳につきましては、３０ページから３１ページをお願いいたし

ます。 

表外下段に建設仮勘定の内訳を増加分と減尐分として事業名、場所、金額をお示しさ

せていただいております。増加分といたしまして、いかるがパークウェイ築造工事に伴

う配水管布設設計業務、公共下水道築造工事に伴う配水管移設設計業務で３，１１８万

７千円、減尐分といたしまして、公共下水道築造工事に伴う配水管移設設計業務で１６

９万８千円でございます。  

次に、２４ページをお願いいたします。（２）重要な契約の要旨でございます。１千

万円以上の契約をお示しいたしております。  

次に、（３）企業債及び一時借入金の概況でございますが、前年度末残高が１３億５，

５３１万１，８７１円、本年度借入高が３，６００万円で、配水管整備事業の財源とし

て借り入れを行いました。  
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一方、本年度償還高は６，０６８万９，２２９円となり、本年度末残高は１３億３，

０６２万２，６４２円でございます。 

これにつきましては、３２ページ、３３ページをお願いいたします。３２ページ、３

３ページに企業債の明細をお示しさせていただいております。３３ページに表下段、残

高を表しております。１３億３，０６２万２，６４２円となっておりますので確認をお

願いいたします。  

それでは、恐れ入ります、２４ページにお戻りいただけますでしょうか。（３）企業

債及び一時借入金の概況の（イ）一時借入金でございますが、本年度中におけます、一

時借入金はございません。  

次に（４）その他の会計処理に関する事項についてでございます。（ア）他会計補助

金について、町の一般会計からの補助金はございません。（イ）は、たな卸し資産の購

入限度額の執行額と仮払消費税額についての記載をいたしております。  

以上が水道事業の全般についてのご報告とさせていただきます。  

次に、諸表の説明に移らせていただきます。恐れ入りますが、２ページから３ページ

をお願いいたします。収益的収入及び支出についてご説明をさせていただきます。  

まず、収入でございます。水道事業収益では最終予算額７億６，１５３万３千円に対

しまして、決算額７億６，９５８万９，８４８円、差し引き８０５万６，８４８円の増

となっております。  

第１項の営業収益で予算額６億８，０２１万６千円に対しまして、決算額６億８，６

７７万６，７５２円、差し引き６５６万７５２円の増。第２項の営業外収益では、予算

額８，１３１万６千円に対しまして、決算額８，２８０万７，２２０円で差し引き１４

９万１，２２０円の増。第３項の特別利益では、予算額１千円に対しまして、決算額は

５，８７６円となっております。  

次に支出でございます。水道事業費用では、最終予算額７億５，２９５万４千円に対

しまして、決算額７億１，０５９万５３円で、４，２３６万３，９４７円の不用額とな

っております。第１項の営業費用では、予算額７億７３４万１千円に対しまして、決算

額６億７，５３６万７，５１５円で差し引き３，１９７万３，４８５円の不用額で、不

用額の主なものは県水受水費でございます。 

第２項の営業外費用では、予算額３，５５１万３千円に対しまして、決算額３，５２

２万８５４円で、２９万２，１４６円の不用額となっております。  

第３項特別損失では、予算額１０万円に対しまして、決算額１，６８４円で差し引き
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９万８，３１６円の不用額、第４項の予備費といたしましては、未執行でございます。  

次に４ページから５ページをお願いいたします。資本的収入及び支出についてご説明

をさせていただきます。資本的収入で最終予算額１億６，１２９万９千円に対しまして、

決算額１億５，６１５万７，５６０円で５１４万１，４４０円の減であります。  

決算額の内訳といたしましては、第１項の企業債で３，６００万円、第２項の工事負

担金では１億２，０１５万７，５６０円であります。  

次に資本的支出では、最終予算額３億３，８０６万６千円に対し、決算額が３億２，

５８３万３，４８８円で、不用額は１，２２３万２，５１２円であります。  

決算額の内訳といたしましては、第１項の建設改良費で２億６，５１４万４，２５９

円、第２項企業債償還金では６，０６８万９，２２９円であります。  

また、表の欄外に明記いたしておりますように、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額１億６，９６７万５，９２８円は、減債積立金３００万円、当年度消費税及び地

方消費税資本的収支調整額１，０６４万４，３２４円、過年度分損益勘定留保資金１億

５，６０３万１，６０４円で補填いたしております。  

次に６ページをお願いいたします。損益計算書の説明をさせていただきます。１．の

営業収益は、給水収益、受託工事収益、その他の営業収益の合計で６億３，６６４万６，

１２２円、２．の営業費用は、原水及び浄水費で、配水及び給水費などの合計で６億４，

５８６万７，２８１円で、差し引き９２２万１，１５９円の営業損失であります。  

次に３．の営業外収益は８，２７６万３，０１０円で、４．の営業外費用は支払利息

等で２，５２６万９，６３５円、差し引きいたしますと５，７４９万３，３７５円とな

ります。  

そして営業損失と営業外収益を差し引きいたしますと、経常利益は４，８２７万２，

２１６円となり、特別利益を加味いたしまして、当年度純利益といたしましては４，８

２７万７，６５６円になったところでございます。  

前年度繰越利益剰余金は１億３，４８２万５，９８６円、その他未処分利益剰余金変

動額が８億９，２３６万４，１９２円であり、その結果、当年度未処分利益剰余金は１

０億７，５４６万７，８３４円となっております。  

次に７ページをお願いいたします。  

ここで、議案第４８号  平成２９年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついてと併せてご説明をさせていただきます。 

まず、剰余金計算書でございますが、当年度の利益剰余金の変動額といたしまして、
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表の中ほど、当年度変動額の行でございますが、減債積立金で３００万円を処分いたし

ました。その結果、表の最下段、中央より右側でございますが、当年度末利益剰余金残

高は利益積立金４，１５０万円、建設改良積立金１億４００万円、当年度未処分利益剰

余金１０億７，５４６万７，８３４円、合計１２億２，０９６万７，８３４円でござい

ます。 

次に当年度末資本剰余金残高につきましては、表の中央より左側の最下段でございま

すが、工事負担金、受贈財産評価額の合計で、１億１ ,６４８万１,２９３円でございま

す。 

次に、８ページをお願いいたします。先ほど、６ページの平成２９年度斑鳩町水道事

業損益計算書及び、７ページの平成２９年度斑鳩町水道事業剰余金計算書におきまして

ご説明させていただきました内容から、本決算書におきまして、平成２９年度斑鳩町水

道事業剰余金処分計算書（案）としてお示しさせていただいております。この表の右端

の欄でございますが、当年度未処分利益剰余金１０億７，５４６万７，８３４円のうち、

減債積立金の積立といたしまして４，８２０万円を積立て、自己資本金組み入れといた

しまして、８億９，２３６万４，１９２円を組み入れたいと考えております。その結果、

翌年度繰越利益剰余金といたしまして、１億３，４９０万３，６４２円となる処分計画

でございます。 

次に、９ページをお願いいたします。５．平成２９年度斑鳩町水道事業会計キャッシ

ュフロー計算書でございます。これは、資金の変動に関します的確な情報を得ることを

可能にされたものでございます。 

まず、Ⅰ 業務活動によるキャッシュフローといたしまして、当期純利益、減価償却

費、支払利息等計上いたしまして１億５，６９５万９，７８２円、Ⅱ  投資活動による

キャッシュフローといたしまして、固定資産の取得による支出、建設改良費未払金の増

加額等計上いたしまして１億１，７３６万９９円のマイナス、Ⅲ  財務活動によるキャ

ッシュフローといたしまして、建設改良企業債による収入、償還による支出、リース資

産の減尐額を計上し２，５８０万９，３９４円のマイナス、Ⅳ  資金増加額１，３７９

万２８９円、Ⅴ 資金期首残高３億３，３８３万６，４４２円を計上した結果、Ⅵ  資

金期末残高は３億４，７６２万６，７３１円となりました。  

次に、１０ページから１１ページでございます。平成３０年３月３１日現在の貸借対

照表でございますが、まず１０ページの資産の部でございます。有形固定資産の合計額

は、中段にございますように、５３億８，０８９万４，５０１円となっております。 
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明細につきましては３０ページから３１ページに明記いたしておりますので、また後

ほどご参照いただきますようお願いを申し上げます。 

次に、無形固定資産といたしまして、電話加入権２５万５００円、投資が１５１万８

千円で固定資産合計は５３億８，２６６万３，００１円でございます。  

次に、流動資産でございますが、現金及び預金が３億４，７６２万６，７３１円、未

収金等は１億４，４２０万７，９４９円で、この内訳につきましては３８ページの未収

金一覧表に明記いたしております、これにつきましても後ほどご参照いただきますよう

お願いを申し上げます。 

次に、貯蔵品５３９万１，５９４円、流動資産合計で４億９，７１２万６，２７４円

となり、資産合計が５８億７，９７８万９，２７５円となっております。  

次に、１１ページ負債の部でございます。固定負債といたしまして、企業債１２億６，

１１４万７，５３６円、特別修繕引当金９５０万円、合計１２億７，０６４万７，５３

６円。 

次に、流動負債でございます。企業債、リース債務、未払い金等で２億１，３７７万

２，３９３円となっております。このうち未払い金等の内訳につきましては、３８ペー

ジの一覧表にお示しさせていただいておりますので、これにつきましても後ほどご参照

いただきますようお願いを申し上げます。  

また、繰延収益は、長期前受金で２２億７，７００万６，７７３円となり、負債合計

では３７億６，１４２万６，７０２円となります。  

次に、資本の部でございますが、自己資本金７億８，０９１万３，４４６円、これは

水道が一般会計から企業会計に切り替わった時の分を資本金に充当されているものに一

般会計からの出資金及び積立金処分額を加えたものでございます。 

次に剰余金でございますが、資本剰余金といたしまして、先ほど７ページでご説明い

たしましたとおり、工事負担金等で合計１億１，６４８万１，２９３円、利益剰余金と

いたしましては、利益積立金４，１５０万円、建設改良積立金が１億４００万円、当年

度未処分利益剰余金１０億７，５４６万７，８３４円で、利益剰余金合計では、１２億

２，０９６万７，８３４円となっております。そうしたことから、剰余金合計といたし

ましては１３億３，７４４万９，１２７円となったものでございます。結果、資本合計

は２１億１，８３６万２，５７３円となり、負債・資本合計といたしますと、５８億７，

９７８万９，２７５円となっております。 

次に、１２ページをお願いいたします。重要な会計方針に係ります事項や、キャッシ
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ュフロー計算書に関する事項、貸借対照表等に関する事項、リース契約により使用する

固定資産に関する事項などの公営企業の経理・運営に係ります重要な事項を注記として

記載いたしております。詳細につきましては後ほどご参照くださいますようお願い申し

上げます。  

恐れ入ります、３９ページをお願いいたします。内部留保資金明細書でございますが、

これは企業の運転資金と言われるものでございます。このページの中ほどで表最下段の

合計欄にございますように、前年度からの繰越額は３億４，７５３万６千円で、当年度

処分額は９８８万９千円、当年度発生額は１，５２７万６千円の増額となり、翌年度繰

越額は３億５，２９２万３千円となりました。  

次に、４０ページには水道経営状況の推移分析に参考といたしまして、過去４年分の

累年別損益計算書を、また４１ページには累年別貸借対照表をお示しさせていただいて

おります。これにつきましても経営分析のご参考にしていただきますようお願い申し上

げます。  

また、４２ページ以降には主な経営の分析比率表をお示しさせていただいております。

右端には全国平均の数値を掲載いたしておりますので後ほどご参照いただきますようお

願いを申し上げます。  

次に、平成２９年度水道事業会計決算資料の資料－３をお願いいたします。  

１戸あたり使用水量年度推移でございます。各口径ともに平成２２年度より毎年度減

尐傾向になっております。給水収益では平成２２年度より約７千万円程度の減尐となっ

ております。  

次に、資料－４の石綿セメント管の改良状況でございます。平成２９年度に１７７ｍ

を改良した結果、主たる幹線における石綿セメント管の改良につきましては完了いたし

たところでございます。 

次に、資料－６の財政推計表をご覧いただけますでしょうか。平成３８年度まで推計

いたしております。資料中ほどにございます収益的収支差引（ａ）－（ｂ）の欄をご覧

いただきたいと思います。平成２７年度は約３，４３８万円の利益となり、平成２８年

度では約４，７８７万円の利益、平成２９年度は約４，８２８万円の利益が発生してお

ります。推計では、平成３０年度以降におきましても減尐傾向がうかがえるものの、利

益が得られる状況で推移すると予測はいたしております。  

一方、資本的収支は下水道関連工事、石綿管や塩ビ管及び施設等の改良費用などが発

生し、一番下から２行目の運転資金としての当年度補填財源は、平成２９年度で約３億
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５，２９２万円となっております。平成３０年度以降におきましては、補填財源は確保

できるものと見込んでおります。  

現在、試算いたしております財政推計におきましては、社会経済の大きな変動が無い

と仮定した場合、本町の水道事業につきましては、引き続き、ほぼ安定的に推移するも

のと考えておりますが、尐子高齢化や節水意識の向上などにより、水道事業におけます

収益の根幹を成します給水収益が年々減尐していく一方で、経年劣化に伴う施設の更新

など様々な課題があるなか、効率的で効果的な事業運営を進めていくためにも、計画的

な施設の更新など、中長期的な視点に立った財政マネジメントや経営基盤の強化を図る

とともに、安定した水道水の供給を持続させるために、健全な水道事業会計の運営に努

めてまいる所存でございます。  

また、予算、決算や水質検査等の状況につきましても、広報紙を通じましてお知らせ

をしておりますが、今後も、引き続き定期的にお知らせしてまいりたいと考えておりま

す。 

以上で、議案第４８号  平成２９年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて及び、認定第７号 平成２９年度斑鳩町水道事業会計決算の認定についてのご説

明とさせていただきます。  

よろしくご審議を賜りまして、何卒、原案通り議決もしくは認定をいただけますよう

お願いを申し上げます。以上です。  

○小村委員長  説明が終わりましたので、水道事業会計について、質疑をお受けいたしま

す。 

  小林委員。  

○小林委員 監査委員さんからの決算審査意見書についての最後のむすびの（３）と

（４）の問いに対しての町の見解、考え方について教えていただきたいと思います。  

○小村委員長  谷口都市建設部次長。  

○谷口都市建設部次長  （３）につきましては、今後の経営の在り方という事でご指摘を

させていただいております。まず赤字構造か黒字構造か、どの程度の公的支援に依存す

るのか、費用縮減できる項目はないのか、適切な料金水準はどの程度かという事でご指

導いただいているところでございます。（４）も含めてご説明とさせていただきますが、

これにつきましては営業損失というのに、非常にご指摘をいただいているところでござ

いますが、これにつきましては、公営企業法が改正されたことに伴いまして営業損失が

発生したということでございますが、実際のところ供給卖価につきましては、先ほども
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説明させていただきましたとおり２１５円５３銭、これにつきまして使用者様からいた

だく料金でございます。給水原価、これにつきましては水道つくるための卖位卖価でご

ざいますが、２３４円３２銭と２０円７９銭の逆さやになっているところでございます。

これもやはり公営企業法が改正された影響が非常に大きいところではございますが、そ

れ以外におきましてもやはりその原因といたしましては、将来的に水需要に対応してい

くための維持管理費や老朽管の更新、そして下水道関連、排水管の敷設替えなどが大き

な影響をしているところでもございます。そしてその中で施設の償却費の占める割合が

増加しているのも原因ではございますが、この逆さやの補てんといたしましては、現在

のところ加入負担金等で賄っているところではございますが、将来的に小規模な開発と

かマンション等がどんどん増えるということは望まれるところもございませんので、水

道事業全体の運営につきましても、今後こうしたことにつきましては、健全で効率的な

経営に努めていくところでございます。そして、ご指摘いただいたことにつきましては

都度、改良できるところについては順次改良しているところでございます。  

○小村委員長  小林委員。  

○小林委員 県営水道の経営の影響もあるのかなと思うんですけれども、将来的には。大

きな県営水道の事業の変革というか、変更点というのは、いま県営水道的には考えてお

られないのかお聞きしたいと思います。  

○小村委員長  谷口都市建設部次長。  

○谷口都市建設部次長  現在、この３月ですか、担当委員会でもご説明をさせていただき

まして、県につきましては県域水道一体化に向けて県下全域一本にして、水道を一本化

するというような動きで動いております、そんな中で町といたしましてもそれを見据え

た中で財政推計、事業展開も進めているところでございますが、県水自体につきまして

も現段階、今の状況といたしましては県水を増やすことによって町水の節約ができる。

しかしながら県水の卖価が上がる、しかし県水を減らすことで自己水の増を望んだとこ

ろだと稼働するための費用が増となるところでございます。そしたら、バランスを取り

ながら現段階で考えるところ、徐々に県水を減らしていくところではございますが、こ

の将来、県営水道一本化に向けての関連する内容につきましても十分視野に入れた中で

県水との調整を進めたいという状況でございます。  

○小村委員長  他にございませんか。 奥村委員。  

○奥村委員 漏水対策ですけれども、漏水があることによって有収率が落ちてくるという

ことでございますけれども、これはやはり老朽化した配水管を新設していくということ
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につきるのでしょうか、他にも何か打つ手というのはあるのでしょうか。  

○小村委員長  谷口都市建設部次長。  

○谷口都市建設部次長  漏水対策でございますが、町内全域、漏水調査、毎年委託してや

っております。そうした中で現段階、数ヶ所修理した状況でございます。今、奥村委員

おっしゃった通り、漏水につきましては、有収率の増減に大きく影響するところでござ

いますので、こういったことにつきましては、十分、町内の全域、そういった老朽管の

部分にポイントをおいて、ターゲット、また水圧の高いところについても重点的に調査

を進めていくということで、有収率の極端な低下のないように努めているところでござ

います。  

○小村委員長  他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小村委員長  ないようですので、これをもって、水道事業会計に対する質疑を終結いた

します。  

以上で、都市建設部所管に係る決算審査を終わります。  

理事者入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

( 午前１０時４４分 休憩 ) 

( 午前１０時４４分 再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。理事者入れ替えのため１１時００分まで休憩いたします。  

( 午前１０時４４分 休憩 ) 

( 午前１１時００分 再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。  

それでは、教育委員会所管に係る決算審査を行います。  

初めに、第２款 総務費について、説明を求めます。  

藤原教育長。  

○藤原教育長  それでは、第２款 総務費のうち、教育委員会所管に係る事業につきまし

て、ご説明をさせていただきます。  

歳入歳出決算書は７８ページ、施策の成果報告書は７６ページでございます。  

第１項 総務管理費、第１１目 青尐年対策費では、青尐年の健全育成のため、青尐

年問題協議会が中心となって、夜間を中心とした巡回補導活動を実施し、青尐年の非行

防止に努めたところであります。  

また、青尐年の非行防止や子ども・若者育成支援強調月間に合わせて啓発活動を行い、
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住民の方々に青尐年の健全育成についての意識の高揚、協力の要請に努めたところでご

ざいます。 

さらに、青尐年のあらゆる悩みごとに対し相談事業を実施し、青尐年自身や青尐年を

持つ親をはじめ、様々な住民の悩みの解消に努めたところでございます。  

以上をもちまして、第２款 総務費のうち、教育委員会所管に係る事業の説明とさせ

ていただきます。  

よろしくご審議を賜わりますよう、お願い申し上げます。  

○小村委員長  説明が終わりましたので、第２款  総務費について、質疑をお受けいたし

ます。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○小村委員長  これをもって、第２款 総務費に対する質疑を終結いたします。  

次に、第３款  民生費について、説明を求めます。  

藤原教育長。  

○藤原教育長  それでは、第３款 民生費のうち、教育委員会所管に係る事業について、

説明をさせていただきます。  

歳入歳出決算書は９８ページ、施策の成果報告書では１１０ページでございます。  

第２項 児童福祉費、第４目  学童保育運営費では、放課後児童支援員・補助員の賃

金や施設の維持管理に要する費用が主なものとなっております。平成２９年度では、斑

鳩学童保育室、斑鳩西学童保育室、斑鳩東学童保育室で合計３６１人が利用されました。  

平成２９年度から実施いたしました延長保育には、延べ６４名が利用されたところで

あります。また、斑鳩東学童保育室では、公共下水道への接続工事を実施するなど適切

な維持管理に努めたところでございます。 

以上をもちまして、第３款 民生費のうち、教育委員会所管に係る事業の説明とさせ

ていただきます。  

よろしくご審議を賜わりますよう、お願いを申し上げます。  

○小村委員長  説明が終わりましたので、第３款  民生費について、質疑をお受けいたし

ます。  

  濱委員。 

○濱委員 お願いします。学童保育ですけれども、学童保育の指導員さんを延長保育とか

が導入されたことによって長時間になったりとか、いろいろご苦労されているように聞

きますけれども、指導に当たられる方の動きというか人数ですとかその辺を教えていた
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だきたいんですが。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 平成２９年度の支援員の動きでございます。まず２９年４月１日現

在で支援員が２３名、補助員が２名の２５名体制、そして１番子どもたちが多くなりま

す夏休みにつきましては支援員が２４名、補助員が６名の３０名体制、そして最終的に

は支援員が２７名、補助員が６名の３３名体制でシフトを組んで対応したところであり

ます。 

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 長期間というかだいぶ前から経験を積まれた方もいらっしゃると思いますけど

も、新しく採用された方とか、入れ替わりも含めてですけれども、その辺はいかがでし

ょうか。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 今現在、一番長く勤めておられるのが、今年で２５年目の先生が１

名おられます。それ以外１０年以上の先生もたくさんおられますし、新しい先生もおら

れますので、バランスのとれた体制になっているというふうに考えております。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 交代で当たられるんだと思うんですけども、休日もいりますのでね、その辺で

急な休みだったりとか、そういったときには各学童保育間での人員のなんて言うんです

か、調整っていうんですか、そういうのもされているのかどうか、いかがでしょうか。

必要があったのかなかったのか。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 平成２９年度の利用者３６１名をもとにご説明をさせていただきま

す。学童保育の支援員は２０名の児童に対し１名が必要であります。斑鳩学童保育室で

は９名の支援員が必要となりますが１３名の支援員でシフトを組んで回っております。

そういったところで、急にですね、支援員さんが具合悪くなったらその１３名の方で応

援をするというところであります。ちなみに西学童保育室では４名の支援員さんが必要

ですけれども、６名体制で支援をしております。東学童保育室では６名の必要支援委員

に対して８名の支援員を配置しておりますので、何か急なことがございましたら休んで

いる職員が交代するということで対応しております。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 ありがとうございます。延長が取り入れられてから、ちょうど夕方のご自分の
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家庭の事情とかもあって、なかなか延長のね、ところに当たりにくいっていうことも聞

きますけども、その辺もシフトで上手にしてくださっているのだと思いますけれども、

やはり支援員さんも大変に、学童のね人数もどんどん増えてきたりとか、また集中した

ときには、教室が狭かったりとか雤の日なんかでも大変苦労されていると聞いてますの

でね、その辺も含めてしっかりお仕事していただきたいためにしっかり整備するところ

だったりとか、人員の配置だったりとかには注意をしてというか配慮して、していただ

きたいと思います。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 そういった支援員の面につきましては、当町も重々配慮しておりま

す。今年に、平成３０年度ですけれども、今現在３９名の支援員、補助員がおります。

昨年の同時期でしたら３３名ですので、６名増員して対応しているということでご理解

をいただきたいと思います。  

○小村委員長  他にございませんか。  

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○小村委員長  そしたら１点よろしいですか。  

  今、濱委員からおっしゃっていただいたんですけれども、こないだ条件緩和をされた

と思うんですけれども、今現在の人数聞いているとすごく足りているようなイメージを

持ったんですけれども、この学童保育の支援員、条件緩和によって増えた方っていうの

はおられるんですか。  

  栗本生涯学習課長。 

○栗本生涯学習課長 今年、条件緩和させていただいたのは、学童保育の補助員を５年以

上勤めていただいていたら、中学校卒業、中卒であっても支援員になる資格を有すると

いうことであります。そして補助員制度ができたのが去年からでございますので、去年

から来られている補助員、高卒であれば丸２年経てば支援員になる資格を有すると、資

格を有するだけなんで、今のところそれで増えたということではございませんが、来年

以降ですね、去年から来られている補助員さんがおられて非常に熱心な方も中にはおら

れますので、そういったところで支援員の資格を、講習には行っていただく必要がある

んですけれども、そういった面も来年以降は考えていきたいというところであります。  

○小村委員長  そしたら補助員さんと、正規といいますか、その割合を、補助員さんを増

やすという考えのもとでそういった緩和をしたというわけではないんですよね。  

  栗本生涯学習課長。 
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○栗本生涯学習課長 緩和は国の制度が緩和されたので、それに伴って町も緩和したとい

うところでご理解いただきたいと思います。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 学童保育の運営のことでお伺いしたいんですけれども、保育所だったり幼稚

園だったりっていうと管理職がおられるので、その中でのいろんな課題だったりってい

うのを管理職を通じて町の方に要望したり、予算的な要望をしたりとか、現状の課題共

有だったりというのができていると思うんですけれども、学童保育室の場合、そういう

管理職っていうのはそれぞれの保育室におられるわけじゃないので、そういう課題共有

とかあと備品の、尐し修理してもらいたいところとか、そのあたりの情報共有というの

はどういうふうになっているんでしょうか。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 支援員会議を毎月定例で月１回開催をしてます。そこには町の職員

も入っていろいろ共通認識を持つ場としております。そこでいろいろ支援員の方から、

その室の足らないものであるとか、また備品であるとか、ちょっと調子の悪いものとか、

いろいろ報告がございますので、そういったところで修理をしたりまた買い替えたりと

いうふうなことをやっております。支援員の立場、皆臨時職員でありますんで、それぞ

れ同じ立場なんですけども、やはり年数の長い支援員がリーダーシップをとってその辺

は取りまとめていただいているというところであります。 

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 すると例えば、通ってこられるそのお子さんの様子だったり、状態だったり

とかいうところで、みんなでケース会議じゃないですけれども、そういうところの検討

についても支援員会議の中で共有されているということですか。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 月１回定例でやっている支援員会議は町と学童保育の連携のためで

あって、支援員、その子どもたちの会議についてはその都度ですね、その学童保育室の

支援員でやっていただいていると、必要に応じてこちらに報告書があがってくるという

ようなことになっております。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 そうすると、取りまとめ、各学童保育室の中でこういう会議をするときには

そういう経験の長い人がリーダーシップを取って取りまとめをするという、そういう理

解でいいんですか。  



 - 39 - 

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 そういった取り決めをしているわけではないんですけれども、自然

と、やはり年数の長い支援員が中心となって進んでくということになります。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 学童保育も通って来られる方も増えてきてるし、障害のある児童についても

学童保育で受け入れるようにという国の方針もある中で、いろんな課題というのはある

と思うので、そのあたりがうまく解決して機能するようにっていうところは、またどう

いうふうにすればいいのかも含めてまた協議する機会があればしていただけたらと思い

ます。 

○小村委員長  他にございませんか。  

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○小村委員長  これをもって、第３款 民生費に対する質疑を終結いたします。  

次に、第９款  教育費について、説明を求めます。  

藤原教育長。  

○藤原教育長  それでは、第９款 教育費について説明をさせていただきます。  

歳入歳出決算書は１２６ページ、主要な施策の成果報告書では１７４ページから２０

５ページでございます。失礼して座らせていただきます。  

最初に、主要な施策の成果報告書１７４ページ、第１項  教育総務費であります。  

第１目 教育委員会費では、教育委員会の活動内容として、時代に応じた教育や特色

ある教育、また生涯学習・文化等に関する教育行政全般の方針の審議や学校計画訪問等

を実施しております。  

また、本町では「育てよう和の心」を教育スローガンとしており、「和」の精神を、

誇りを持って継承していこうとする子ども達の育成を図ることにより、斑鳩を愛し、や

すらぎと活力の備わった豊かな郷土づくりに貢献できることを期待しています。  

続きまして、第２目 事務局費では、交流活動の推進として、中学生太子サミットの

開催のほか、友好都市協定２０周年及び町制施行７０周年を記念し、長野県飯島町・斑

鳩町中学校吹奏楽部交流を実施いたしました。  

次に、時代に応じた教育内容の充実では、町議会の協力を得まして子ども模擬議会を

開催するとともに、英語や異文化に対する興味、関心を高めるため、外国人英語指導助

手を配置しました。  

次に、１７５ページ、教育環境の整備・充実では、小中連携教育の実践として、小学
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校から中学校への円滑な進学を目的として、小学校と中学校の教職員、児童生徒がそれ

ぞれ各部会で交流を行いました。斑鳩部では小学生・中学生から地域の歴史や文化等を

題材とした絵札・読札を募集し、斑鳩ふるさとかるたを作成いたしました。また、教員

ＯＢ等により、学力及び学習意欲の向上並びに地域コミュニティの活性化を図ることを

目的に学習支援事業、いわゆるスクールサポートを実施いたしました。  

  次に、１７６ページ、相談体制の充実では、医師や学校関係者による就学指導委員会

を開催し、支援の必要のある児童・生徒等に対し、一人ひとりの心身の状況に応じた適

切な就学指導に努めました。次に、住民と行政の協働によるまちづくりとして、畿央大

学大学院 福本貴彦准教授により、中学１年生を対象に体力向上を目的とした特別講座

を実施いたしました。  

次に、１７７ページ 第３目 私立学校振興費では、私立幼稚園に就園している園児

の保護者の経済的な負担を軽減するため、保育料の一部について補助を行いました。ま

た、町立幼稚園に就園する園児の保護者については、経済的な負担を軽減するため、保

育料の一部について減免を行いました。平成２９年度におきましては、子育て支援の推

進を図ることから、市町村民税非課税世帯の第２子の保育料の無償化、また、ひとり親

世帯等の第１子の保育料負担の軽減を行ったところでございます。 

第４目 スクールカウンセラー事業費では、県事業として、両中学校にそれぞれ１名

が配置され、臨床心理の視点からの的確なアドバイスを行っております。また、心の教

室相談員が生徒の相談等に応じ、心にゆとりを持たせ、またストレスの軽減などに努め

たところであります。  

続きまして、１７８ページ  第２項 小学校費であります。  

第１目 学校管理費では、教育環境の整備・充実として、小学校の運営に係る費用で、

学校用務員の人件費、消耗品及び庁用備品の購入等を行うとともに、校舎の修繕や光熱

水費の支出など、学校の維持管理を行っております。各小学校の和式トイレの洋式化、

斑鳩小学校の渡り廊下等耐震補強工事、斑鳩東小学校の照明設備ＬＥＤ化工事等を実施

いたしました。  

続きまして、１７９ページ  第２目 教育振興費では、時代に応じた教育内容の充実

として、特別活動の推進で、児童の自主性や個性を伸ばすため、各種学校行事、学級活

動及びクラブ活動等に助成を行うとともに、情報教育の推進では、コンピューター機器

等の活用により、児童の想像力及び表現力等を高めることに努めたところです。  

また、１８０ページでございます。日本伝統文化の学習では、児童の伝統文化に対す
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る興味や関心を高めることなどを目的に、斑鳩小学校では「能楽」、西小学校では「茶

道」、東小学校では「和太鼓」の伝統文化の学習を行いました。  

次に、教育環境の整備・充実では、学校図書の整備として、始業前の読書活動や読み

聞かせなど、児童の読書活動を推進する取組みを行うとともに、これらの活動をさらに

充実するため、引き続き、町費で３校で１名の学校図書司書を配置いたしました。  

次に、１８１ページ 特別支援教育の充実では、特別支援学級入級児童の保護者の経

済的負担の軽減を図るとともに、小学校講師の配置では、町独自の尐人数学級編制とし

て、小学校第１学年、第２学年は１学級当たり３０人、第３学年から第６学年までは１

学級当たり３５人を基準とした学級編制を実施いたしました。また、生活困窮世帯への

支援の充実では、経済的な理由のために就学困難な児童の保護者に対して、学用品、校

外活動費及び給食費等の援助を行いました。また、新入学児童学用品費を入学前の３月

に支給できるように制度の見直しを行いました。  

次に、１８２ページ、第３目  保健体育費では、児童の健康の保持増進のため健康診

断を行うとともに、学校給食の充実では、食育並びに地産地消の取り組みを推進し、食

物アレルギー等への対応など、安全で安心して食べることができる学校給食の提供を行

いました。  

続きまして、１８３ページ、第３項  中学校費であります。  

第１目 学校管理費では、教育環境の整備・充実で、小学校費と同様に、学校用務員

の人件費、消耗品及び庁用備品の購入等を行うとともに、光熱水費の支出など学校の維

持管理を行っております。夏場の学習環境の改善を図るため、両中学校の音楽室にエア

コンを設置いたしました。  

次に、１８４ページ、第２目  教育振興費では、時代に応じた教育内容の充実として、

総合的な学習の時間を通して、キャリア教育や情報処理、環境との共生、福祉への理解

等、時代のニーズに応じた教育の展開など学校教育の充実を図っております。また、生

徒が自ら学び、自ら考える能力や社会に主体的に対応できる能力の育成を図るため、文

化活動や部活動、校外活動に対し助成を行うとともに、情報教育の推進では、コンピュ

ーター機器等の活用により、生徒の想像力及び表現力等を高めることに努めたところで

す。 

次に、１８５ページ、教育環境の整備・充実では、小学校と同様に、読書活動を通じ

て生徒の人格形成や情操をより一層育むため、引き続き町費で２校で１名の学校図書司

書を配置し、学校図書室の充実を図りました。  
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次に、特別支援教育の充実では、特別支援学級入級児童の保護者の経済的負担の軽減

を図り、また、中学校講師の配置では、町独自の尐人数学級編制として、全学年で１学

級当たり３５人を基準とした学級編制を実施いたしました。  

次に、１８６ページ、生活困窮世帯への支援の充実では、経済的な理由のために就学

困難な生徒の保護者に対して、学用品、校外活動費及び給食費等の援助を行いました。

また、小学校費と同様に、新入学児童学用品費を入学前の３月に支給できるように制度

の見直しを行いました。 

  続きまして、１８７ページ、第３目  保健体育費では、教育環境の整備・充実で、生

徒の健康の保持増進のため健康診断を行うとともに、学校給食の充実では、食育及び地

産地消の取り組みを推進し、食物アレルギー等への対応など、安全で安心して食べるこ

とができる学校給食を提供いたしました。  

続きまして、１８８ページから１８９ページ、第４項  幼稚園費であります。  

第１目 幼稚園費では、良好な子育て環境づくりとして、幼稚園の運営に係る費用と

して幼稚園教職員に係る人件費のほか、特別な支援を必要とする園児に対応するための

講師の配置などを行い、幼児教育の充実を図りました。また、週２回の弁当給食につい

て、週４回の温かい給食を提供するとともに、給食回数が増えることに伴う保護者の経

済的負担の軽減を図るため、１食当り３０円の給食補助金を交付いたしました。また、

特別な支援を必要とする園児の保育の充実のため、引き続き、町費で臨時講師を配置す

るとともに、教員の資質向上のため、実践的な指導力を身に付けるなどの研修を行いま

した。 

続きまして、１９０ページ、第５項  社会教育費であります。  

第１目 社会教育総務費では、まず、人権意識の高揚について、互いに認め合い、強

い絆で結びつき、生きていることや住んでいることの喜びを共感できる人権のまちづく

りをすすめるための教育研修機会として、引き続き人権セミナーを開催し、人権意識の

高揚に努めたところであります。  

次に、１９１ページの子ども・若者育成支援の充実についてであります。  

日常生活において、学校や家庭では体験しにくい自然や社会での体験を通じて自己の

知識を広め、集団生活の大切さや各自の役割を学び、社会性を育み自分を育てることを

目的として、小学校第４学年から第６学年を対象としたホリディ学園を引き続き開講い

たしました。  

また、青尐年期における野外活動体験の重要性から、町外の野外体験活動施設を利用
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される青尐年の健全育成を目的とする団体に対し補助金を交付したところであります。  

次に、交流活動の推進、成人式の開催についてであります。  

平成３０年成人式では、新成人を代表して４人の「二十歳の主張」の発表ほか、総合

型スポーツクラブのチアリーディング教室受講者によるアトラクション、成人者の小・

中学校の恩師によるビデオレターを上映するなど、斑鳩の新成人を祝福したところであ

ります。  

次に、１９２ページ、第２目  公民館費であります。  

まず、生涯学習の充実では、公民館まつりや公民館教室を開催し、住民の教養の向上、

健康の増進等を図るとともに、中央公民館の擁壁の補修や非常階段手すりの設置等を行

うなど、施設の維持管理に努めたところであります。  

次に、１９３ページ、生涯学習・生涯スポーツの推進体制の整備についてであります。  

中央、東、西公民館の利用状況は、利用回数で７，２４１回、利用者数は９万７，５

０２人となっております。  

次に、同じく１９３ページ、第３目  文化祭費では、文化・芸術にふれる機会の充実

で、各種芸術・文化の振興と芸術・文化に接する機会の提供や意識の向上を図ることを

目的として、斑鳩の里文化芸術祭を開催するとともに、町制７０周年記念事業及び国民

文化祭参加事業として、能楽金剛流発祥の地「斑鳩の里」を知っていただくことを目的

に、金剛流の能楽公演を開催したところであります。  

次に、１９４ページ、第４目  文化財保存費では、まず、歴史文化資源の保全・活用

については、開発に伴う発掘調査のほか、文化庁の国庫補助事業として五百井地区の大

方家文書の調査を引き続き実施いたしました。  

町指定文化財候補の調査では、町指定文化財の候補となる文化財の基礎的な調査とし

て、法隆寺若草伽藍跡中門推定地の発掘調査を実施いたしました。また、西里地区に所

在する春日古墳については、春日古墳調査検討委員会の指導により、本格的な調査にむ

けた石室状の空間の有無や規模を確認する事前調査としてのミューオン調査などを実施

いたしました。  

次に、１９６ページの史跡藤ノ木古墳の石室特別公開につきましては、春季で２日間、

秋季で２日間開催し、それぞれ多数の方に見学いただいたところであります。  

法隆寺食封サミットの開催では、町制７０周年記念事業として、交流ゆかりの都市で

ある神奈川県小田原市、群馬県高崎市、兵庫県姫路市、朝来市の４市と当町の間で、

「法隆寺ゆかりの都市文化交流協定」を締結したことから、これら４市と当町の歴史や
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文化についての理解を深め、今後の交流のあり方について話し合う「法隆寺食封サミッ

ト」を開催いたしました。  

次に、歴史文化の拠点づくりについてであります。  

史跡中宮寺跡の整備では、史跡中宮寺跡整備検討委員会のご指導のもと、平成２５年

度より５か年計画で進めてまいりました史跡中宮寺跡の整備工事が無事に完成いたしま

した。 

次に、１９６ページ、第５目  図書館管理運営費では、歴史文化情報の発信で、町立

図書館２０周年記念事業として、聖徳太子歴史資料室記念講演会を開催するとともに、

聖徳太子関連の図書の展示を行いました。  

生涯学習・生涯スポーツ施設の充実では、平成２９年６月に、来館者４００万人を達

成し、記念品等を授与する記念式典を執り行ったところであります。  

また、平成２９年４月から実施いたしました、自宅のパソコンやタブレット、スマー

トフォンを活用しての電子書籍が利用できるサービス、いわゆる電子図書館サービスで

は、電子コンテンツの充実に努めるとともに、ＰＲの成果が効果的にあらわれ、人口規

模からみても、高い利用率で推移しているところであります。  

平成２９年度の町立図書館の来館者数は１５万９，９０５人で、貸出冊数は２７万８，

１５２冊となりました。また、中央、東、西公民館の利用人数は１万３，１６４人で、

貸出冊数は３万７，１４５冊となりました。  

次に、２００ページ、第６目  文化財活用センター管理運営費では、歴史文化の拠点

づくりで、文化財の情報発信として、通常展示とともに、特別展などの展示会や記念講

演会などを開催いたしました。平成２９年度の来館人数は９，５６５人で、開館からの

総来館者数は９万５，５８７人となったところであります。  

次に、２０２ページ、第６項  保健体育費、第１目  保健体育総務費では、まず、生

涯スポーツの充実として、マラソン大会の開催について、近年の健康づくりやマラソン

ブームにより、全国各地から多くのランナーに参加していただいたところであります。  

また、友好都市スポーツ交流の推進では、平成２９年度は和歌山県上富田町において

尐年サッカー大会及びマラソン大会に参加するとともに、当町のシニアソフトボールク

ラブが長野県飯島町を訪れ、スポーツを通じて交流を行いました。  

次に、２０３ページ、子ども・若者育成支援の充実では、小学生の体力向上及び団体

競技を通じた団結力を養成することなどを目的に開催されているドッジボール大会につ

いて、平成２９年度もその開催を支援したところであります。  



 - 45 - 

次に、第２目  町民体育大会費では、第５９回斑鳩町民体育大会が天候にも恵まれ、

無事開催することができたところであります。  

次に、２０４ページ、第３目  健民運動場費では、健民運動場、天満スポーツグラウ

ンドの適切な維持管理に努めたところであります。平成２９年度の健民運動場の利用人

数は３万１，０５３人、天満グラウンドは６，３９８人となりました。  

次に、第４目  町民プール運営費では、引き続き、安全確保を第一に、保護者同伴で

の来場の周知、監視員等への研修会などを開催し、大きな事故もなく７，５９９人の方

にご利用いただきました。  

次に、２０５ページ、第５目  すこやか斑鳩・スポーツセンター運営費では、本町の

スポーツ施設の拠点となるすこやか斑鳩・スポーツセンターの適切な維持管理を行い、

平成２９年度においては、テニスコート両面の人工芝張替えなどの補修を行ったところ

であります。  

平成２９年度のすこやか斑鳩・スポーツセンターの利用人数は、中央体育館で８万８，

５５９人、テニスコートで４万２１５人、トレーニングルームで９，１７６人となりま

した。 

以上、教育費の決算状況でございます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し

上げます。  

○小村委員長  暫時休憩いたします。  

( 午前１１時３２分 休憩 ) 

( 午前１１時３３分 再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。  

  １時まで休憩いたします。  

( 午前１１時３３分 休憩 ) 

( 午後 ０時５８分 再開 ) 

○小村委員長  それでは、再開いたします。 

第９款 教育費について、質疑をお受けいたします。  

平川委員。  

○平川委員 １９７ページの図書館のアーカイブ化事業のデータベースの管理なんですけ

れども、今の、そのデータベースの蓄積状況と、今後どういうふうに活用していくのか

というのをお伺いできますか。  

○小村委員長  暫時休憩いたします。  
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( 午後 ０時５９分 休憩 ) 

( 午後 ０時５９分 再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。  

栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 ちょっと現在、データを持ち合わせておりませんので、後刻、また

ご報告をさせていただきます。 

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 数字的なものはまた後ほどでも結構なんですけれども、以前ちょっと活用し

たいなということで検索させてもらいに行ったときに、なかなか地域によって資料がそ

ろっている地域と、すみません、要はその地域の昔の写真とかを保管しているというと

ころでわりといろいろな写真がそろっている地域と、ほとんどない地域というのがすご

く地域差があるなあというのを感じまして、恐らく今、持っておられる写真とかってい

うのをその持っておられる方が亡くなられたりとか処分をしたりとかすると、もう消え

てしまうものなんですけれども、だけどやはりそれは昔の斑鳩の姿というのを残してい

くというのはすごい大事なことだと思いますし、それはまたいろいろな歴史を振り返る

ときにも非常に活用できるものだと思うので、やはり特定の地域だけではなくて斑鳩町

内を幅広くいろいろな昔の状況とかがわかるようなそういうデータというのは蓄積して

おくことが大事かなと思いますので、なかなかその周知ができてなくて写真がないわけ

じゃなくて皆さん、多くお持ちだと思うので、そういうところをやはり周知をして、自

分の家庭用のスナップ写真だけれども、スナップ写真だけじゃなくて斑鳩の様子がわか

る写真というのは斑鳩にとっては財産なんだというところを今後もう尐し周知してもら

えたらいいかなあというふうに思いますので、またそのあたりをご検討いただけたらと

思っております。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 すみません、先ほどのアーカイブ化の公開の点数なんですけども約

３５０点、公開できるというデータベースを保有しております。今ちょっと資料が出て

まいりましたので、申しわけございません。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 それと、１９４ページだと思うんですけど、法隆寺の西門推定地のところの

調査で思っていたものが出なかったというのは以前、ちょっと説明をいただいたんです

けれども、その後範囲を拡張して調査をされて、それがどうだったのかというところと、
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何か遺跡が出てきたらそれを活用という意味で、あそこの場所の利活用を検討すること

ができたのかなと思うんですけれども、なかなかそうした思うような遺跡が出てこない

となると、それ以上進むのは難しいのかなとは思うんですけれども、ただまあ場所的に

いろいろな斑鳩にとっても活用できる地域だと思うので、そのあたりは何か考えておら

れるところはあるのかお伺いできたらと思います。 

○小村委員長  平田生涯学習課参事。  

○平田生涯学習課参事  ただいまの平川委員さんの質問でございますけれども、若草伽藍

の中門の推定地の発掘調査の結果、中門はなかって、そしてそれ以外のできるだけの発

掘を再度するように文化財保護審議会の先生からご指導いただいて、平成２９年度单門

の調査というので実施した次第でございます。  

事業におきましては、町指定文化財候補の調査という事業で実施してまいったところ

でございますけども、この成果につきましては総務常任委員会でご報告はさせていただ

きましたけれども、いわゆる近世から近代、いわゆる時代から言いますと江戸から明治

あたりですね、それにおける造成行為によって飛鳥時代の遺構等々が完全にないという

状態でございましたので、結果としましては残念ながら若草伽藍にかかわるような直接

的な遺構は発見できなかったということでございます。  

ただし、そういった江戸時代の茶わんとか明治時代のそういったものとまじってです

ね、古い瓦等も出土しておりますので、そういったものにつきましては若草伽藍に関連

するものが出ておる中で考えていきますと、やはり想定どおり若草伽藍の中心伽藍の範

囲には間違いなく入ってくるんだろうというところを思わせるところでございます。  

ただ、先ほど申し上げましたように関連できるところはお庭で掘れるところは全て掘

ったつもりでございまして、その結果をもって出てこないということでしたので、町の

内部で検討しまして、こちらのほうで史跡活用とかそういったものができかねるという

ことでございましたので、土地所有者さんにそういった旨を説明して、民民の間でです

ね、今後どうされていくかということを検討していただいているような次第でございま

す。以上であります。  

○小村委員長  ほかにございますか。  

濱委員。  

○濱委員 １７６ページのところに、教職員の方の健康管理のところで教職員検診とか胃

がんとか胸部Ｘ線とか人数が書いてますけれども、教職員検診という大きなくくりの中

にはいろいろな項目があると思うんですが、人数からすると教職員の方全員は受けてい
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らっしゃらないのかなあと思いますけど、この辺はいかがでしょうか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 人間ドックを受診しておるものがございますので、ですので人間ド

ックを受診以外のものがですね、この教職員の健康診断を受けているというような状況

でございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 すみません、人間ドックというのは決算書のどこにも出てこないのですか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 はい、こちらのほうには計上しておりません。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 そしたら、教職員の方だったら地方公務員の共済でそういった制度があって、

そういったもので受けてるのが人間ドックというふうに理解したらいいんですか。  

○小村委員長  暫時休憩いたします。  

( 午後１時０７分 休憩 ) 

( 午後１時０８分 再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。 

安藤教委総務課長。 

○安藤教委総務課長 人間ドックを受診した教職員につきましては、その結果をですね、

教育委員会に提出をいただくように周知をしておるところでございます。  

○小村委員長  濱委員。  

○濱委員 検診に尐し近い話ですけれども、この次のページのところに１７７ページのと

ころに、スクールカウンセラーの配置というのでスクールカウンセラーが受けた相談の

件数があります。その中に教員というのが平成２９年度は７３ということですけども、

総数の２３５に対して７３というと、約３分の１くらいは教師からの相談ということで

すけれども、その相談の内容は教職員の心身状態にかかわるということでない部分もあ

ると思うんですけども、このもう一つ下の心の教室相談員の配置というところに、相談

件数が９６というのが上がってますけれども、先生方の身体のこと、先ほど聞きました

けども、精神的なというかそういうところの検診に当たるようなものとか相談とかいう

のはどのくらい上がってるのかなと思って、ここから読み取れるのかどうかをお聞きし

ます。 

○小村委員長  安藤教委総務課長。  
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○安藤教委総務課長 この１７７ページ、スクールカウンセラーの配置または心の教室相

談員の配置なんですけれども、これは基本的には子どもを対象とした相談となっており

ます。 

この教員７３件といいますのは、子どもにかかわるに当たってですね、どういうかか

わり方、接し方をすればいいのかというそういうアドバイスを受けておると、そういう

状況でございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 そしたら、私が聞きたいことの先生方の精神面でのケアというか相談というの

はどこに反映されてるのですか。どこでされてるのですか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 申しわけございません。教員の今おっしゃった精神面の健康管理で

あるとかですね、それについてはこちらには計上しておりません。  

また、現状、そこまで把握できてないというのが正直なところでございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 斑鳩町ということでないですけれども、全国的にやっぱり先生方が心のしんど

さを抱えながらお仕事をされているということはね、広く、またたくさんあるというふ

うに報道もされてますのでね、そこのところをしっかりとフォローしてこそね、大事な

子育て、そういうことについてもつながると思いますので、ぜひともそういうバックア

ップというか、そういうことにも力を入れていただきたいというふうに思ってますので

よろしくお願いします。 

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 教職員のメンタル面での管理ということなんですけれども、教職員

の共済の事業の中でですね、ストレスチェックというものがございます。ですので、そ

れで各教職員みずからがですね、チェックをして、体調の悪いところはですね、校長を

通じて教育委員会にも相談が上がってくるケースもございますし、日々、教職員のです

ね、おっしゃったそのストレスの軽減につきましては管理職、教育委員会が一緒になっ

て取り組んでいるという状況でございますので、ご理解よろしくお願いいたします。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 そういう手だてがあるというのは承知してます。  

実際にそういったところからお休みされるというか休職されているという例はござい

ますか。  



 - 50 - 

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 以前、ございましたけれども、現在は復帰しているというか、現時

点での状況はございません。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 続けてお聞きします。  

小学校も中学校もどちらにもかかわることなんですけれども、小学校でいったら１８

２ページの給食費のところで、奈良県産の食材を使うということで費用の一部を助成し

ているというふうにどちらにも報告というか、決算の中にあります。 

小学校が１食当たり５０円で、中学校が１食当たり６０円ということで、年に６回と

いうことですけれども、前には県のほうでの補助があったけども今は町費でというふう

に聞いてますけれども、町内のどのような食材というのを利用されてるのでしょうか。  

また、十分なそれだけの量というものが確保できてるのかどうかとかその辺を教えて

ください。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 町内産で申し上げますと、例えば、タマネギであるとかジャガイモ、

あと季節的限定となりますけど例えば、稲葉のナシであるとかですね、そういった町内

産の食材を活用しているという状況でございます。  

○小村委員長  ほか、ございませんか。  

奥村委員。  

○奥村委員 １７８ページの真ん中の小学校の和式トイレの洋式化ということで、平成２

８年度からの３か年計画ということですけれども、今現在、各小学校別にどれくらいま

で進んでいるのか、数でもって教えていただきたいと思います。  

○小村委員長  暫時休憩いたします。  

( 午後１時１５分 休憩 ) 

( 午後１時１５分 再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。  

安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 後ほど、お答えさせていただきたいと思います。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 １７８ページの小学校の運営なんですけれども、昨年度、小学校で先生の人

員がちょっと不足していたのか、教務主任の先生が担任を持つような状況になってたり
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とか、あと家庭科を指導する専門の先生がおられなかったりというような状況になって

たということを伺ったんですけれども、現状としてその職員が足りなかったのか、配置

がちょっと難しかったのか、そのあたりの事情をお伺いできませんでしょうか。  

○小村委員長  藤原教育長。  

○藤原教育長  おっしゃってるケースは、実際にどういうケースで不足したのかというの

はちょっとわからないですけれども、やはり６月の一般質問のときにお答えしましたよ

うに本当に教員の雇用というのが非常に難しい状況になっています。  

そういった中で、産休でございますとか育休でございますとかあるいは病気、そうい

った中で休まれるケース、突然休まれるケースもございます。その中でなかなか直ぐに

探し出して雇用できればいいわけなんですけども、その中でなかなか難しいケースとい

うのは多々ございます。そういったケースが主に不足が始まる原因でございます。 

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 子どもたちの学習に影響しないような形で配置のほう、お願いしたいと思い

ます。 

それと、１８０ページの日本伝統文化の学習の能楽指導なんですけれども、今、能楽

を教えてくださっている先生がちょっと体調を崩されているということをお伺いしてる

んですけれども、昨年度、衣装とかも新調していただいて、昨年度は町制７０周年の行

事などでも伝統文化のそういう子どもたちが発表する機会とかを設けていただいて、そ

れは斑鳩の特色のあるところかなあというふうに思いますけれども、今度また聖徳太子

の御遠忌も控えてますし、そのあたりの今後どういうふうにしこうかとか、長期的な見

通しみたいなものはお持ちなのでしょうか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 指導いただいている植田先生なんですけれども、入院をされておら

れます。近々、退院されるというふうには聞いておりましてですね、今現状については

お弟子さんが指導に当たっていただいているということなんです。  

今後につきましても、植田先生と相談しながらですね、どういう形で継続していくの

かですね、協議していきたいなというふうには考えておりますのでご理解いただきたい

と思います。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 先生のほうはすごく意欲は持ってくださってるというふうに私も聞いてます

けれども、他のお弟子さんという人も学生さんのお弟子だったりとか、あと現場の教職
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員の方に委ねられてるところがあって、その教職員の方も人事異動なんかでまたかわっ

ていかれるということもあると、もう継続性ということがちょっと心配なところもあり

ますので、ただし、金剛流ということになるとご指導できる先生も限られているという

ふうに聞いてますので、せっかく斑鳩の特色のある学習をしてるので、そのあたりをも

う尐し長期的に長く続けていけるような形で考えていっていただきたいなあというふう

に思いますので、よろしくお願いします。  

それと、先ほど、濱委員からも質問があったんですけど、学校給食の充実なんですけ

れども、この地産地消ということで安藤課長にもいろいろと以前にお世話になりました

けれども、給食センターなんかの場合は地元産の農産物をどれだけ使っているのかとか、

わりとデータ的な蓄積があって、そのデータに基づいてどういうふうにしていこうとい

うようなところを考えられるけれども、斑鳩町のような自校方式だとそれぞれに栄養士

さんがおられて、そのあたりのデータの蓄積、それぞれの栄養士さんが独自でやってお

られるというところで、地元産の農産物がどのくらい使われているのかとか、奈良県産

の農産物がどれだけ使われていて、という品目ごとのデータとか、そういうところは給

食センターのあるところに比べるとデータの蓄積がないというところが現状かなと思う

んですけれども、ただ地産地消をしていこうと考えると、そのあたりのデータの蓄積も

必要になってくるのかなあと思うんですけれども、今すぐとは言わないんですけれども、

やはりそういう地産地消の取り組みを進めていくというのは、教育委員会の分野だけで

はなく農業の分野でもそういうところに力を入れていくという中で、尐し検討いただき

たいなと思うんですけれども、そのあたりの現状とか課題とかいかがですか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 各栄養士がですね、発注した食材の数量であるとか品目、いま現状、

伝票でアナログ的なやり方で管理しているという現状でございます。  

一方、栄養士につきましては栄養指導という本来の業務がございますので、ですので

今後そのデータ管理が負担にならない範囲の中で、どこまでできるのか検討してまいり

たいというふうに考えております。  

○小村委員長  平川委員。  

○平川委員 地元の農家さんで意欲を持って地産地消に貢献したいと思っても、いつの時

期にどういう農産物を学校給食にどれだけの量を使っているのかというそのデータがな

いと、その計画に合わせて生産することもできないとなると、なかなかその地元産の農

産物の比率を上げていくというのは難しいのかなあと思いますので、まずはどういう形



 - 53 - 

にすればそのデータを蓄積できるのかというところをまたちょっとできる範囲で結構で

すので調査研究していただきたいと思います。  

○小村委員長  ほか、ございませんか。  

小林委員。  

○小林委員 １８４ページの情報教育の推進についてなんですけども、いろいろなところ

の教育委員会の視察に行かせていただきますと、情報教育の推進で取り組んでおられる

ところでプログラミング教室の推進をされているところ多いんですけど、そこのこの前、

草津市に行ってびっくりしたのが、子どもたちがプログラミング的思考を学んで表現し

て議論し合っている姿にすごくレベルの高さにびっくりしたんですけれども、そういう

教育というのは斑鳩町ではこの１７１万４，０８８円の中にあるのかというのと、それ

と、やっぱり現場の提案によってこういうことをやりたいという思いを受けて、町とか

の行政側が予算をつける場合が多いみたいんですけれども、そういう現場からの依頼が

あったのかどうかと、もう一つ、今年度から三郷町のほうで国の予算をとって先進地事

例じゃないですけどね、そういう指定を受けてプログラミング的、学校じゃないですけ

どもね、地域としてこのプログラミングの推進をされますけれども、そういう取り組み

についても町としても考えておられるのか、ちょっとお伺い、そういうの、お金を取り

に行ったけれども、今回は取れなかったみたいなそういう努力をされてるのか、お聞か

せいただきたいと思います。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 今年度、中学校にはタブレット型ＰＣ、また電子黒板の増設等々、

行ったわけなんですけれども、この情報教育につきましては、やはり現場からですね、

こういう端末機械が欲しいんだという声を受けてですね、それに沿うものを導入してお

るというような形でございます。  

あとソフト等につきましてもですね、実際、使い勝手等もありますので、そのあたり

も教員の声を反映させながら導入をしているというような状況でございます。  

先ほどおっしゃった三郷町の事例ということなんですけれども、現状におきましては

そういう先進地、そういう取り組みを活用してという形では進めておらないというよう

な状況でございます。いろいろな制約等々もございますので、今現状、ことし町の予算

でですね、そして来年度も小学校のほう継続して取り組んでいくということを考えてお

ります。  

○小村委員長  小林委員。  
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○小林委員 ありがとうございます。  

情報教育の推進の中で、町がこういうことをやりたい、奈良県として情報教育の推進

のレベルの底上げで県としてもどういうふうに支援、滋賀県でしたら何かそういうふう

な取り組みに対しては県が支援員とかを配置してくれるとか、そういう何か支援制度も

あるみたいなんですけども、奈良県としてはそういう支援制度はないんですか。平成２

９年度の予算のときにはなかったんですか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 特にそういう支援があるというのは聞いてはおりません。  

○小村委員長  小林委員。  

○小林委員 わかりました。ありがとうございます。  

次に、すみません、この機会ですんで、図書館１９９ページの、改めて図書館の維持

管理、図書館の運営についてお聞かせいただきたいんですけど、すごく近年、図書館を

尐ない費用で独自にいろいろな事業をされて、すごく先進的な取り組みもされてるなあ

という評価をさせていただくんですけど、その中で、改めまして図書館の運営で図書室

の運営業務委託料とかですね、図書館臨時職員の雇用とかありますけれども、ここでは

４，０００万円とありますけれども、予算書では臨時職員の賃金で１，３００万円とい

うふうに上がってましたけれども、この内訳についてちょっと教えていただきたいと思

います。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 図書館の運営の内訳でございます。  

決算額は４，０４８万２，６１１円、そのうちの支出状況ですけども給料等で１，０

４３万２，６５２円、臨時職員の賃金で１，３８４万２，８１３円、そして主な業務で

公民館の図書室の運営業務委託料で３３０万円が主な支出状況になっております。  

○小村委員長  暫時休憩いたします。  

( 午後 １時２９分 休憩 ) 

( 午後 １時２９分 再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。 

小林委員。  

○小林委員 ありがとうございます。正職員の方３名というふうに予算書に書いてますけ

ど、この臨時職員の方って何名体制で今運営されてるのか、ちょっと教えていただきた

いと思います。  
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○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 現在、１５名の臨時職員を雇用しております。  

○小村委員長  小林委員。  

○小林委員 ありがとうございます。  

最後に、図書館の維持管理の関係で図書館施設の管理業務委託料の中で、清掃の回数

ですね、尐し減らされて委託されたのかなと思うんですけど、それによる弊害とかはな

いのかどうか。また、それで大丈夫でしたら、より間隔をあけてランニングコストじゃ

ないですけど、そういう清掃費をちょっとかしこく節約されようと考えておられるのか、

ちょっと今後についてお聞かせいただきたいと思います。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 今のところ弊害等々、利用者からも聞いておりませんので、また今

後、検討してまいりたいというふうに考えております。  

○小村委員長  ほかございませんか。  

濱委員。  

○濱委員 図書館のことで関連ですけれども、１９８ページにあります利用状況の表の中

で教えていただきたいのが、利用人数と貸出者数のところに他館というのがありますけ

ども、これはどういうようなというか、よその図書館の方という意味でしょうか。  

斑鳩の図書館がまた他町との同じように交流というか、そういうのをされているのか、

その辺を教えていただきたいです。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 表にあります他館でございますけれども、奈良県公共図書館で連携

している事業で、借りたい本がほかの図書館にしかない場合、その本を相互に賃借でき

る制度がございます。利用人数の中で他館と表記しているのは他の図書館で当町の図書

館にある図書を借りたいとお申し出になった件数で、平成２９年度では３９３人の方が

お申し出になっております。  

そして、貸し出しのところで他館貸出冊数というのがございますのは、当町の住民の

方が、ほかの図書館で本を借りたいとお申し出になった冊数で、平成２９年度ではほか

の図書館から当町の図書館が、斑鳩町の図書館が借り受け、貸し出しした冊数が６７０

冊あるということでご理解をいただきたいと思います。  

○小村委員長  ほかにございませんか。  

安藤教委総務課長。  
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○安藤教委総務課長 先ほど、奥村委員さんからご質問いただきました小学校のトイレの

洋式化の状況でございますけれども、改修前がですね３小学校、全体で言いますと１９

０か所のうち４８か所が洋式のトイレでございました。約２５％であったんですけれど

も、これを約５割に引き上げるということで、３年間で取り組んでまいりました。  

１９０か所のうち１０１か所、約５３％ですね、この夏休みで竣工したところでござ

います。以上でございます。  

○小林委員 奥村委員。 

○奥村委員 これは学校別にこの数字はわかるでしょうか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 最終、まず斑鳩小学校なんですけれども、６２か所のうち３２か所、

斑鳩西小学校が６０か所のうち３３か所、そして斑鳩東小学校が６８か所のうち３６か

所で洋式化を終えております。  

○小村委員長  ほかに。 

坂口委員。  

○坂口委員 今のトイレのことなんですけど、今のところ５３％ということなんですけど、

今後で１００％にもっていくのか、それとももう和式をやっぱり残しておくのか、その

辺ちょっと確認させてください。  

○小村委員長  藤原教育長。  

○藤原教育長  今現在ですね、言われますのが和式トイレにつきましてはですね、ＪＡＳ

規格がなくなったということで、将来的には生産中止が見込まれているというところで

ございます。そういった中で、今後ですね、順次切りかえていくのもやむを得ないのか

なと思っておりますので、なかなか今現在、財政的には難しい面もございますけども、

計画的に順次取りかえをしていきたいなというふうには考えているところでございます。  

○小村委員長  坂口委員。  

○坂口委員 今、もう家で和式のトイレがある家というのはもうほとんどないのではない

かなというくらいになってきてると思いますので、交換していただければなと思います。  

それと、もう一点、１９１ページの野外活動センター利用の支援ということで、平成

２９年度は４件あったんですけど、これの補助金の額ですね、幾らくらい、１件当たり

限度額があるのか、補助金の金額をちょっと教えてください。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 野外活動センター利用に対する支援ですけども、補助金の額につき
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ましては事業の実施に必要となる交通費の経費の２分の１、それとしておりまして、そ

れぞれ限度額を設定しております。１つとして、公共交通機関を利用された場合、１人

当たり２，０００円を限度としております。２つとして、貸し切りバス・レンタカーを

利用された場合、１台につき６万円を補助の限度としております。３つとして、自家用

自動車を利用された場合は１台につき１，０００円を限度としてそれぞれ２分の１を補

助しているという状況でございます。  

○小村委員長  ほかにございませんか。  

伴議長。  

○伴議長 １８３ページの一番下の音楽室のエアコンの設置ですねけど、ちょっと教えて

ほしいんですけれども、今年度、この暑いとき、音楽の時間にこのエアコンは使ってい

ただいたんでしょうか。 

○小村委員長  藤原教育長。  

○藤原教育長  すみません、具体的にですね、子どもたちに使ったどうかは確認はしてお

りませんけれども、いわゆる校園長会の中で、酷暑対策として現在、普通教室にエアコ

ンが設置されてないという状況の中で、こういった特別教室にはエアコンを設置してい

ます。またあるいはランチルームにも設置しております。そういったものをですね、積

極的に活用して子どもたちの健康を守るようにということも指示をさせていただいてい

るところでございます。 

○小村委員長  伴議長。 

○伴議長 それは確認されてなかったらあれですけど、使っていただきたいという意味で

これは質問しました。  

たしかこれ、吹奏楽の楽器がどうのとかいうようなところからこのエアコン設置の話

があったような記憶をしてるんですけど、やっぱりつけていただいたやつはできるだけ

使っていただく、今あるやつをことしも使っていただいたんかなということで、ちょっ

と確認させていただいた次第です。以上です。 

○小村委員長  他にございませんか。  

濱委員。  

○濱委員 ２９年度の教育委員会に係る一番大きな問題は、私は小中学校の３５人学級に

なったというところですね、一部ですけれども。そのことがやっぱり一番大きな問題だ

と私は思いますし、また、子育て世代の方々、保護者の方々、町民の方々から、せっか

くというか、斑鳩町はほかにもっと条件の悪い市町村がある中で、それを先に取り入れ
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て３０人学級を実施してますというのは、これまで関わってこられた町長初め職員の皆

さんも誇りに思って、こういうものをやってますというふうにお話しされていたように

印象を受けてました。それは、大変、評価できることだと思いますけども、残念ながら

そこが後退したということが決算にもあらわれていることですけども。  

その後、直接、保護者の方々から町のほうに意見が来てるのかどうかということはち

ょっとわかりませんけれども、どのように考えておられるのかというところをちょっと

聞かせいただきたいと思います。  

○小村委員長  藤原教育長。  

○藤原教育長  尐人数学級ということの考え方もございますけれども、やはり以前の、前

の一般質問でお答えさせていただいたように、やはりこれをするためには教職員の確保

が非常に難しいということがございます。  

むしろですね、逆に無理に教職員を雇用していくとなれば、こちらに雇用の際には選

択の余地がないということは、言いかえれば教員の資質が担保できないということが非

常にやっぱり現場のほうでは問題でございます。  

そういった中で、今後ですね、特別支援の関係につきましてもやはりふえていく傾向

にございます。そういった中でも手当をしていかなければならないということで、本当

に我々としましてはなかなか教員の確保というのは非常に難しい関係ということの中で、

今後もですね、その尐人数学級を３０人に戻すということについては、なかなか難しい

という状況にあるということでございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 教職員が不足しているというのを必ずその理由に挙げられますけれども、斑鳩

町に若い世代というか、こういう子育て世代の方々がたくさん、家庭ですよ、たくさん

転入されてくるというか移住されてきて、結果的に３５人学級であってもクラス数をふ

やさなければならないというような状況になれば、職員が不足しているからなんていう

理由は言えないことだと思うんです。やっぱり不足しているというのはある意味、現実

にある問題ですけれども、それを原因として難しいというのは尐し方向が違うんじゃな

いかと思います。  

やはり「斑鳩町にわざわざ行ったのに」というような声も聞かれます。それから、導

入のときに保護者と十分に話し合いをしたのかどうかというところも定かでないという

か、そういった中で導入したというのは大変残念なことだと思いますので、教職員の不

足ということでなくしっかりとした、せっかく進めていた３０人学級というのをぜひと
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も復活していただけるように、そういう方向を向いて進んでいただきたいというふうに

要望をさせていただきたいと思います。  

続いてよろしいですか。 

１８０ページのところで、学校図書の整備というところがございまして、蔵書数もけ

っこうたくさんあって授業で利用したりとかいうことでフルに活用してくださっている

と思うんですけれども、図書の司書の方が３校に対して小学校１名で巡回をしていると

いうことですけれども、せっかくこの図書室をフルに活用してということだったら、人

件費のこととかがもちろんあるでしょうけれども、ぜひとも１校に１名配置してくださ

るということが望まれます。  

同じような話をすると、学校の実際に勤務されている先生の中には司書の資格をお持

ちの方もいらっしゃいますので、そういった方も活躍してくださってるということです

けれども、先生の数が尐なくて仕事が多いという中で、専門の司書の方を各校に置いて

いただきたいというふうに希望するんですけども、お考えはいかがでございましょうか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。 

○安藤教委総務課長 先ほど、特別支援の子どもがふえてるということもお話がございま

したけれども、学校現場におきましてはさまざまな課題を抱えております。おっしゃる

ようにこの図書司書もですね、各校に配置できればそれにこしたことはないんですけれ

ども、やっぱり限られた財源の中でなかなか難しいという課題はございます。  

ですので、今後いろいろな課題を総合的に考えて、優先順位をつけて取り組んでいく

必要があるというふうに考えております。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 ぜひとも進んでできるようにということで、ほかにもたくさん要望もあります

ので、優先順位ということになると私がこれを一番にせえというわけにもいかない部分

もあると思いますけども、配置できればいいというふうな基本的な考え方をもっていた

だくということが今、聞かせていただきましたので、ぜひとも進めていただきたいと思

います。  

もう一つ、聞かせていただきたいのは、もう必ずと言っていいほど取り上げて発言を

させていただいてるんですけれども、部落解放同盟の集会に対して、職員さんの派遣で

あったりとか、なかまの本の購入について、ちょっと具体的にお願いします。 

○小村委員長  安藤教委総務課長。 

○安藤教委総務課長 その特定の団体にですね、教職員を派遣しているということはござ
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いません。  

また、なかまの購入につきましては、現在、小学校では道徳教科化されてはおるんで

すけれども、いこまのなかまという、これは生駒郡のですね、人権教育研究会という生

駒郡の教職員が集まって子どもたちの作文をですね、その作文の中で優秀な作文を集め

たいわゆる作文集というのをつくっておるんです。  

この作文集、いこまのなかまというのを毎年、購入しているという状況でございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 このいこまのなかまの購入をしているというのは、もうここ数年来ということ

でしょうか、それは。  

それが前回とかにも質問させていただいて、お答えいただいたんですけども、「破れ

たり汚れたりとかいうので更新の分だけを買っています」というふうにお答えになった

のはこのことですか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。 

○安藤教委総務課長 更新の分、汚れたものとか更新分を購入するというのは、いわゆる

なかまですね、それはもう購入はしていないという状況でございます。  

このいこまのなかまというのは、作文集になっておりまして、これも以前から補助教

材という形で購入はしておりました。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 金額的なものというか冊数とかはどうされているんですか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。 

○安藤教委総務課長 小学校で申し上げますと、平成２９年度で３万８，４００円支出し

ております。１冊４００円でございますので、３小学校で９６冊ですね、１校当たり３

０冊程度購入しているという状況でございます。  

○小村委員長 濱委員。 

○濱委員 それはわかりました。そしたら、これは、いこまのなかまというのをこれから

は１校当たり大体３０数冊というのをずっと続けていくとものだと理解したらいいので

しょうか。  

それと、もう一つは特定の団体への研修には参加をしてないということですけれども、

その辺では県の方針も参加をするというかそういうような方針でいってるので、それに

同調してるということは、私は特定団体の集会に参加しているというふうに聞こえるん

ですけど。  
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（「ここじゃない」と呼ぶ者あり）  

○濱委員 わかりましたので。  

もともとのなかまのほうは、そしたらだんだんとなくなっていくという、入れかわっ

てしまうということですか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。 

○安藤教委総務課長 なかまにつきましては、補助教材になかまとともにという形でです

ね、それが無償配布されるようになったんですね。ですので、町としては現状において

は購入する必要がないということになっております。  

なかまとともにという無償配布、補助教材としてされておりますので、購入はもうし

ないということでございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 すみません、よくわからなかったんですけれども、無償で配布されているとい

うのは、それぞれ個人にですか、それとも学校にですか。いつからですか。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。 

○安藤教委総務課長 これは個人ではなくて学校にですね、置いておるものでございます。  

平成２６年度の購入を最後に、それ以降は購入はしておりません。予算は計上してお

りますけれども、特にもう購入はしていないというような状況でございます。  

○小村委員長  濱委員。 

○濱委員 ありがとうございました。ほかにも聞きたいことがあります。  

２０３ページの町民体育大会についてですけれども、引き続いてしないということで

ことしの４月の分で終了というふうになりましたけれども、この体育大会の開催の費用

とかが開催をやめたら要らなくなるというのはわかるんですけれども、今まで体育大会

を続けてきたから各種のそういう体育関係の会であったりとかそういったところ、自治

会だったりとか、体育祭のためにそういった団体へ補助をしてたとかそういったものが

あるならば、今回、体育大会を取りやめるということになったら、その分の補助という

のは減額になるのでしょうか、その辺のところを教えてください。  

○小村委員長  栗本生涯学習課長。  

○栗本生涯学習課長 以前は体育大会の参加地区に対して補助金を交付していた時期もご

ざいましたけども、今もう現在は交付をしておりませんので６０回大会をもって終了し

たとしても各自治会に補助を出すというようなことはございません。  

○小村委員長  ほか、ございませんか。よろしいですか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小村委員長  そしたらすみません、私から何点か質問させていただきたいと思います。  

１７５ページなんですけど、小中連携教育の実践ということで、この中に英語教育、

英会話教育の実施等が入ってるんですけども、小中連携の中に入ってるというのは小学

校から英語教育が始まって、中学校でいきなり英語をするということに対して緩和して

いるという意味でここに入ってるのかなと理解をさせていただいてるんですけども、今

後、２０２０年に小学校５年生、６年生で教科化されると思いますけれども、そうなっ

た場合はやっぱりここの決算額から予算額が上がるのかというのと、２０２０年には教

科化しなければいけないですけど、移行期間の中で、来年度予算で移行期間を使って教

科化を実施されるのかということをお聞きしたいです。  

安藤教委総務課長。  

○小村委員長  安藤教委総務課長。 

○安藤教委総務課長 小学校の英語に関する取り組みでございますけれども、まずこの小

中連携につきましては、いわゆる中一ギャップを防ぐと、中学校へ上がったときのつま

ずきを防止するために取り組んでおるものでございます。  

この英会話講師につきましては、２９年度、これはＡＬＴ１名の予算、そして今年度

につきましては２名を配置していくと、来年度については３名ですね、配置していこう

という考えをもっております。  

あと、教科化に伴う対応なんですけれども、平成３２年度から小学校高学年でですね、

英語が教科化されると、時間数については７０卖位時間を実施しなければならないとい

うふうになっております。ですので、来年度、ことしもそうなんですけれども、移行期

間になっておりまして、いきなり本番で７０時間をこなしていくのもなかなかしんどい

という中で、来年度、前倒しで７０時間実施していこうということで今、学校とそうい

う話、協議というか取り組みも進めているところでございます。  

参考にことしの状況を申し上げますと、従来、これまで３５時間、年間で３５卖位時

間でありましたところを、ことしは５０卖位時間で実施しているというような状況でご

ざいます。  

○小村委員長  ありがとうございます。ことしから今年の予算が２名になっていて予算額

も上がってたと思うんですけど、３名になったらまた予算額が１名分プラスされるとい

う形ですね、わかりました。  

また、英語教育に対しては課長が答弁していただいたとおり、すごく準備していただ
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いてるなというふうに思います。ありがとうございます。  

続いて、質問させていただきます。  

１７７ページなんですけれども、私立幼稚園の就園の奨励というところなんですけれ

ども、これ、私立幼稚園の就園奨励費って、国が基準を定めていると思うんですけど、

どこの自治体もその基準に余り満てないというか。平成２９年度の資料を見てますと、

なかなか満てないところがあるんですけども、それにしても斑鳩町はちょっと低いのか

なという印象を、この県内で受けたんですけれども、これはこの予算額から決算になっ

てると思うんですけども、この算定の根拠みたいなものはどういうふうにされて、今度

の予算に生かしていくつもりなのかなというのを聞かせていただきたいんですけど。  

安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 この私立幼稚園の就園奨励費事業なんですけれども、これは国の補

助事業となっておりましてですね、補助の限度額等々については市町村裁量で実施して

いるということでございます。また、それに対して３分の１の補助がなされるというこ

とでございます。  

現状、斑鳩町ではさまざまな私立幼稚園に通われる中で、１５万円というものを上限

に補助しておるところでございます。各市町村でおっしゃいますようにばらつきがござ

います。高いところであれば補助限度額いっぱいっぱいまで上げておられるところ、ま

た一方では、１０万円を切るようなところもございます。斑鳩町につきましては、まず

公立幼稚園がございます。現状、空き、余裕もございますので、そうした中で私立幼稚

園の補助の限度額をですね、引き上げていくということは慎重にならざるを得ないのか

あというふうにも考えております。 

ですので、そういう市町村の実情に応じてですね、私立幼稚園しかないところも当然

あろうかと思いますので、そうした状況を見ながら、各市町村が独自で判断して運営し

ているというような状況でございます。以上でございます。  

○小村委員長  そしたら斑鳩町は公立の幼稚園が多いというか、ほかの市町村より多いか

らこの１５万円の限度額になってるという理解、相対的に見て多いからほかのところに

比べて。例えば、三郷町だったら満額というか、国の基準の満額が多分出ていると思う

んです、川西町もですね。平群町もそこそこ、３０万５，０００円というのが出てると

思うんですけど、そういった類似というか近隣の市町村と比べても、そういった傾向で

この算定根拠として出されてるという見方でいいですか。  

  安藤教委総務課長。 
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○安藤教委総務課長 そうですね。例えば、三郷町でしたら平野部には私立幼稚園しかな

いという状況だと思います。ですので、かなりその私立幼稚園に依存されてるのかなあ

というふうにも推測するんですけれども。  

ですので、斑鳩町の場合は公立幼稚園もございますので、現状のこの１５万円という

ものをですね、検討するにおきましては、やはり公立の状況も見た上で考えていく必要

があるというふうに認識しております。  

○小村委員長  今、ご答弁いただきましたけれども、１つの案としてなんですけど、今、

幼稚園の入園式とか卒園式に私も行かせてもらうと、非常に公立幼稚園に入園される方、

卒園される方が非常に尐なくなってて、それこそ３園の幼稚園の人数、児童数を足して

もですね、法隆寺幼稚園に勝てないというか、よりも低いというような状況になってる

と思います。  

例えばなんですけど、幼稚園を１つ公立をやめて私立のこの就園奨励費を上げるとか、

今後、教育費がすごく町財政の中でもウエイトを占めるようになってくるというのはほ

かの統計というか、全体的な傾向になってくるというような国の統計を見たんですけれ

ども、そういった中で、ちょっとそういった面も長いスパンで見てですけれども、いき

なりはやはり保護者の方とかの反発もありますので、そういった数字の状況等をやっぱ

りお知らせしていって、長い目で見てそういったことも施設の統廃合と一緒で考えてい

く時期も来るのかなあというふうに思うので、早い段階で今の状況を公表していくとい

うことも、周知していくということも大事なのかなあというふうに思いますので、僕が

今、言ったのは１つの案ですけれども、私立幼稚園に依存しているというか私立幼稚園

で、三郷町もあまり公立の幼稚園がないというところもありますので、そういったこと

も一つ考えていっていただければ、検討の１つとしていただければなというふうに思い

ます。 

そしたら次に行かせていただきます。  

１８０ページなんですけれども、学校図書の整備で購入が西小学校だけちょっと多く

なってるんですけども、これは購入に際する基準とかがあるのか、それとも西小学校の

児童からの新書への要望が多かったからこういう数字になったのかというところをお聞

かせいただきたいんですけれども。  

安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 各学校への予算の配分につきましては、１校当たり６０万円、同じ

額を配分しております。その中で、購入する図書は学校図書、またかかわる教員が協議



 - 65 - 

しながら本の選定を行っておりますので、１冊当たりの卖価によってこの購入冊数の差

が生じたというふうに認識しております。  

○小村委員長  わかりました。  

最後なんですけれども、１８２ページの給食費の助成なんですけれども、以前、数年

前ですかね、給食費の滞納等も問題になったと思うんですけれども、この滞納額とかと

いうのは出てるんですかね。 

安藤教委総務課長。  

○安藤教委総務課長 給食費の徴収の管理につきましては、現在、各学校で行っていると

いうところでございます。  

ですので、町のほうでは数字は把握はしておりませんけれども、現状、各学校に滞納

というかその辺の状況を確認する中では滞納はないというふうに聞いております。  

○小村委員長  わかりました。  

ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○小村委員長  それでは、これをもって、第９款  教育費に対する質疑を終結いたします  

以上で、教育委員会所管に係る決算審査を終わります。  

以上をもちまして、当委員会に付託されました各会計の決算の審査を終わります。  

審査結果についてとりまとめのため、暫時休憩します。  

( 午後２時０８分  休憩 ) 

( 午後２時０８分  再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。２時３０分まで暫時休憩いたします。  

( 午後２時０８分 休憩 ) 

( 午後２時３０分 再開 ) 

○小村委員長  再開いたします。  

それでは、これより、議案第４８号及び認定第２号から認定第７号までの７議案につ

きまして、順に採決してまいります。  

はじめに、議案第４８号 平成２９年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分

についてお諮りいたします。  

本案については、当委員会として、原案どおり可決すべきものと決することにご異議

ございませんか。  

(「異議なし」と呼ぶ者あり ) 
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○小村委員長  異議なしと認めます。  

よって、議案第４８号  平成２９年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついては、当委員会として、満場一致で可決すべきものと決しました。  

次に、認定第２号 平成２９年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定については討論

の申し出があります。よって、これより討論を行います。  

初めに、本案を認定することに反対の委員の意見を求めます。  

  濱委員。 

○濱委員 それでは、認定第２号 平成２９年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いての反対意見を申し上げます。本会計は、前町長のもとに提案、執行されたものであ

ります。これまでにも斑鳩町の施策については、評価できることもあり、実績も認めて

まいりました。しかし、住民の願いに反して、かたくなに改善を拒む姿勢を取り続けて

きたことは随所に見られました。このようなことについては、予算編成にも見られてお

りました。子育て世代の方に対して、当町への移住促進策を進める一方で、小中学校の

クラス編成で小学３年生以上を３０人から３５人に後退させました。導入前には保護者

への説明はなく、子育て支援に逆行するものです。町民からは、落胆の声も聞かれまし

た。また、「斑鳩町は３０人学級だからと、娘家族が引っ越して来たのに残念だ。」と

言われる方もおいででございました。他市町村より進んでいた３０人学級編成は、町と

しても町内外に示していた誇れるものではないでしょうか。  

  また、従前から繰り返し、指摘をしてきたシルバー人材センターの発注卖価の問題に

も改善が見られませんでした。  

  多額の費用をつぎ込んで実施しているコンビニでの住民票等の証明書発行は、マイナ

ンバー制度の個人情報保護の安全性に問題があるなどの理由で、カード取得者が１割強

にとどまっている状況をみても、運用中止をするべきだと考えます。  

  町内の経済発展に寄与する目的で実施されたプレミアム商品券は町内業者への使用が

尐ないという実態を把握しながら、町費での実施をいたしました。  

  住民合意の得られていない地域がある、いかるがパークウェイについては沿線住民の

意向を無視して強行すべきではありません。  

  冒頭でも申し上げましたように、福祉や教育などで充実がみられた部分があり、その

点は評価させていただきます。また、新町長の姿勢にも期待できればと思っていますこ

とを申し添えまして、上記の理由により、認定第２号 平成２９年度斑鳩町一般会計歳

入歳出決算の認定についての反対意見といたします。よろしくお願い申し上げます。  
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○小村委員長  次に、本案を認定することに賛成の委員の意見を求めます。  

  坂口委員。 

○坂口委員 それでは、認定第２号  平成２９年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、賛成の立場から意見を申し上げます。  

全国的に尐子高齢化が進展し、社会保障費が増大する厳しい財政状況のなかで、平成

２９年度は、子育て支援や保育環境の充実、創業支援による地域活性化、また防犯・防

災施策の充実などに取り組まれ、町民の誰もが安心して生活できる魅力あるまちづくり

を精力的に進められているものと考えられます。  

さらに、史跡中宮寺跡の整備、法隆寺線の整備、斑鳩小学校渡り廊下等の耐震補強な

どの重要事業に取り組まれながらも、実質収支については、２億３，２５４万５千円の

黒字を確保されております。  

卖年度収支では、約２，６００万円の赤字となりましたが、基金を取り崩すことなく、

町債残高は、前年度から約３億３，０００万円の減額となっていることから、健全な財

政を維持しているものと私は評価したいと思っております。 

今後においても、引き続き、持続可能な財政運営に努められ、斑鳩町の魅力と活力を

高める取組みをはじめ、社会経済情勢や町民の皆様のニーズに対応した施策を積極的に

展開することを強く期待し、私の賛成意見とさせていただきます。委員皆さまのご賛同

をよろしくお願い申し上げます。  

○小村委員長  これをもって、討論を終結いたします。  

本案については、賛否両論であります。よって、これより採決を行います。  

本案を認定することに賛成の委員の挙手を求めます。  

( 挙手する者あり  ) 

○小村委員長  賛成多数であります。よって、認定第２号 平成２９年度斑鳩町一般会計

歳入歳出決算の認定については、当委員会として、賛成多数で認定すべきものと決しま

した。 

次に、認定第３号  平成２９年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、お諮りいたします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり ) 

○小村委員長  異議なしと認めます。  
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よって、認定第３号 平成２９年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

次に、認定第４号  平成２９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、お諮りいたします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり ) 

○小村委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第４号 平成２９年度斑鳩町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

次に、認定第５号  平成２９年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、お諮りいたします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり ) 

○小村委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第５号 平成２９年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

次に、認定第６号  平成２９年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

についてお諮りいたします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり ) 

○小村委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第６号 平成２９年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

次に、認定第７号  平成２９年度斑鳩町水道事業会計決算の認定について、お諮りい

たします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり ) 
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○小村委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第７号 平成２９年度斑鳩町水道事業会計決算の認定については、当委

員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

以上をもちまして、本会議から付託を受けました決算認定に係る議案の審査はすべて

終了いたしました。  

なお、当委員会の審査結果報告については正副委員長にご一任いただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。  

(「異議なし」と呼ぶ者あり ) 

○小村委員長  異議なしと認めます。  

それでは、閉会にあたり、町長の挨拶をお受けいたします。  

  中西町長。  

○中西町長 決算審査特別委員会審査の委員の皆さんにおかれましては、２日間にわたり

まして、慎重審議いただき本当にありがとうございました。  

  議案第４８号他６議案につきまして、委員会として認定していただきましたこと、厚

くお礼を申しあげまして、簡卖ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。  

  どうもありがとうございました。  

○小村委員長  皆さんには、２日間にわたり熱心に審査を賜り、どうもありがとうござい

ました。  

以上で、決算審査特別委員会を閉会いたします。  

お疲れ様でした。  

（午後２時４０分 散会） 


